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関係機関等の連絡先 

 

１．剣淵町 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

剣淵町役場 剣淵町仲町 37番 1 号 0165-34-2121 

剣淵町健康福祉総合センター 剣淵町仲町 28番 1 号 0165-34-3955 

士別地方消防事務組合消防署剣淵支署 
剣淵町消防団 

剣淵町仲町 37番 1 号 0165-34-2132 

国民健康保険剣淵町立診療所 剣淵町仲町 28番 1 号 0165-34-2030 

剣淵町農業振興センター 剣淵町仲町 3番 8号 0165-34-3311 

剣淵町教育委員会 剣淵町仲町 37番 1 号 0165-34-2121 

剣淵町絵本の館 剣淵町緑町 15番 3 号 0165-34-2624 

剣淵町保育所 剣淵町西町 4番 1号 0165-34-2644 

剣淵小学校 剣淵町西町 23番 1 号 0165-34-2116 

剣淵中学校 剣淵町西町 20番 1 号 0165-34-2211 

北海道剣淵高等学校 剣淵町仲町 22番 1 号 0165-34-2549 

剣淵温泉「レークサイド桜岡」 剣淵町東町 5141番地 0165-34-3100 

 

 

２．北海道 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

北海道総務部危機対策局 札幌市中央区北 3条西 6丁目 011-231-4111 

上川支庁地域振興部地域政策課 旭川市永山 6条 19 丁目 1番 1号 0166-46-5918 

旭川土木現業所士別出張所 士別市西 4条北 1丁目 0165-23-2191 

上川保健福祉事務所名寄地域保健部 名寄市東 5条南 3丁目 63番地 38 01654-3-3121 

上川農業改良普及センター士別支所 士別市東 9条 6 丁目 0165-23-1181 

上川北部森づくりセンター 美深町字東 2条南 4丁目 01656-2-1726 

北海道警察旭川方面本部 旭川市 1 条通 25丁目 487－6 0166-35-0110 

北海道旭川方面士別警察署 士別市東 5条 5 丁目 1 0165-23-0110 

旭川方面士別警察署剣淵警察官駐在所 剣淵町仲町 7番 11 号 0165-34-2131 

 

 

３．自衛隊 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

陸上自衛隊第 2 師団第 2特科連隊 旭川市春光町国有無番地 0166-51-6111 
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４．指定地方行政機関 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

北海道農政事務所地域第 10 課 士別市東 4条 2 丁目 7－2 0165-22-3143 

北海道開発局 
旭川開発建設部 

防災対策官 旭川市宮前通東 4155番 31 0166-32-1111 

士別道路事務所 士別市大通西 15丁目 3142番地 31号 0165-23-3146 

名寄河川事務所 名寄市西 6条南 9丁目 01654-3-3177 

上川北部森林管理署 下川町緑町 21番地 4 01655-4-2551 

旭川地方気象台 旭川市宮前通東 4155番 31 0166-32-7102 

 

 

５．指定公共機関 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

剣渕郵便局 剣淵町仲町 8番 4号 0165-34-2033 

㈱ＮＴＴ東日本－北海道 旭川支店 旭川市 10条 10 丁目 0166-20-5410 

ＪＲ士別駅 士別市西 3条 8 丁目 0165-23-2736 

北海道電力株式会社名寄営業所 名寄市西 3条南 4丁目 14番地 01654-3-2131 

日本赤十字社北海道支部 札幌市中央区北 1条西 5丁目 011-231-7126 

日本放送協会旭川放送局 旭川市 6 条通 6 丁目 27番地 0166-24-8808 

 

 

６．指定地方公共機関 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

北海道放送株式会社 旭川放送局 旭川市宮下通 8 丁目 4153-2 0166-23-6610 

札幌テレビ放送株式会社 旭川放送局 旭川市東旭川北 2条 6 丁目 1 番 2 号 0166-36-1010 

北海道テレビ放送株式会社 旭川支社 旭川市 2 条通 8 丁目 0166-25-4151 

北海道文化放送株式会社 旭川支社 旭川市 4 条通 10丁目 0166-26-2010 

旭川ガス株式会社 旭川市 4 条通 16丁目左 6号 0166-25-3504 

上川北部医師会 名寄市西 5条北 2丁目 01654-2-5311 

旭川歯科医師会 旭川市金星町 1 丁目 1-52 0166-22-2361 
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７．その他の公共的団体 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

北ひびき農業協同組合剣淵基幹支所 剣淵町仲町 36番 5 号 0165-34-2011 

上川北農業共済組合  士別市東山町 3343-2 0165-23-4161 

てしおがわ土地改良区 士別市東 4条 3 丁目 1 番 4 0165-29-7177 

士別地区森林組合 士別市東丘 1丁目 3番 12号 0165-23-5128 

剣渕商工会 剣淵町緑町 7番 1号 0165-34-2648 

社会福祉法人 剣淵町社会福祉協議会 剣淵町仲町 28番 1 号 0165-34-3922 

 

 

８．近隣市町 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

士別市役所 士別市東 6条 4 丁目 1 番地 0165-23-3121 

和寒町役場 和寒町西町 120 番地 0165-32-2421 
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条例及び協定等 

 

条例１．剣淵町防災会議条例 

剣淵町防災会議条例 
(昭和 37年 12月４日条例第 31号) 

改正 平成 12 年３月８日条例第７号 

平成 12年９月 22日条例第 33号 

平成 20 年３月 10日条例第６号 

 （目的） 
第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 16条第６項の規定に基づき、剣
淵町防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。  
(1) 剣淵町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 
(2) 剣淵町の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。 
(3) 前２号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

 （会長及び委員） 
第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。  
２ 会長は、町長をもって充てる。  
３ 会長は、会務を総理する。  
４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。  
５ 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。  

(1) 北海道の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 
(2) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者 
(3) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 
(4) 町の教育委員会の教育長 
(5) 町の消防団長 
(6) 消防事務組合の職員のうちから町長が任命する者 
(7) 前各号に定める者のほか、町長が必要に応じ指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共

機関その他公共的機関・団体の職員等のうちから任命する者 
６ 前項の定数は、15人以内とする。 
７ 第５項第７号の委員の任期は 2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間
とする。 

８ 前項の委員は、再任されることができる。 

 （専門委員） 
第４条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。  
２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係地
方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。  
３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。  

 （議事等） 
第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、
会長が防災会議に諮って定める。 

 
   附 則 
 この条例は、昭和 37年 12月１日から施行する。 
   附 則（平成 12年３月８日条例第７号抄） 
 （施行期日） 
 この条例は、平成 12年４月１日から施行する。 
   附 則（平成 12年９月 22日条例第 33号） 
 この条例は、平成 12年 10月１日から施行する。 
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   附 則（平成 20年３月 10日条例第 5号） 
 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

条例２．剣淵町災害対策本部条例 

剣淵町災害対策本部条例 
(昭和 37年 12月４日条例第 28号) 

改正 平成 12 年９月 22日条例第 33号 

平成 20 年３月 10日条例第５号 

 （目的） 
第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 23条第７項の規定に基づき、剣
淵町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 （組織） 
第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。 
２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故あるときは、その職務を
代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。  

 （班） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。  
２ 班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。  
３ 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。  
４ 班長は、班の事務を掌理する。  

 （雑則） 
第４条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し、必要な事項は、災害対策本部長が定め
る。 

 

   附 則  

 この条例は、昭和 37年 12月１日から施行する。 

   附 則（平成 12年９月 22日条例第 33号） 

 この条例は、平成 12年 10月１日から施行する。 

   附 則（平成 20年３月 10日条例第 6号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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協定１．災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定 

災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定 

 

 
北海道と各市町村の長から協定の締結について委任を受けた北海道市長会長及び北海道町村会長は、

災害時における北海道（以下「道」という。）及び市町村相互の応援に関し、次のとおり協定する。 

 
 （趣旨） 

第１条 この協定は、道内における災害時又は武力攻撃事態、武力攻撃予測事態若しくは緊急対処事態

（以下「災害時等」という。）において、被災市町村（災害時に被災した市町村又は国民の保護のため

の措置若しくは緊急対処保護措置を実施する必要のある市町村のみでは避難、救援等の応急措置又は

国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置（以下「応急措置等」という。）を十分に実施で

きない場合に、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条第１項及び第 68 条第１項又は武力

攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16年法律第 112号)第 17条第１項及

び第 18 条第１項若しくは同法第 183 条において準用する第 17 条第１項及び第 18 条第１項の規定に

基づく道及び市町村相互の応援(以下「応援」という。)を円滑に遂行するために必要な事項を定める

ものとする。 

 （応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及びあっせん 

(2) 被災者等(避難住民並びに災害、武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害の被災者をいう。

以下同じ。)の救出、医療及び防疫、施設の応急措置等に必要な資機材、物資の提供及びあっせ

ん 

(3) 避難、救援及び救出活動等に必要な車両等の提供及びあっせん 

(4) 避難、救援、救護、救助活動及び応急措置等に必要な職員の派遣 

(5) 被災者等の一時収容のための施設の提供及びあっせん 

(6) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

 （地域区分） 

第３条 応援の円滑な実施を図るため、市町村を別表の支庁地域に区分するものとする。 

 （道の役割） 

第４条 道は、市町村の処理する防災及び国民保護に関する事務又は業務の実施を支援するとともに、

市町村との連絡調整、情報交換等につき総合調整を果たすものとする。 

 （連絡担当部局） 

第５条 道及び市町村は、必要な情報等を相互に交換することなどにより応援の円滑な実施を図るため、

予め連絡担当部局を定めるものとする。 

 （応援の要請の区分） 

第６条 応援の要請は、被災市町村の長から知事又は他の市町村の長に対し、災害の規模等に応じて次

に掲げる区分により行うものとする。 

(1) 第１要請 被災市町村の長が当該支庁地域内の市町村の長に対して行う応援の要請 

(2) 第２要請 被災市町村の長が他の支庁地域の市町村の長に対して行う応援の要請 

(3) 第３要請 被災市町村の長が知事に対して行う応援の要請 

 （応援の要請の手続） 

第７条 被災市町村の長は、次に掲げる事項を明らかにして、前条に規定する区分に応じ、知事又は他

の市町村の長に対し応援の要請を行うものとする。 

(1) 被害の種類及び状況 

(2) 第２条第１号及び第２号に掲げるものの品名、数量等 

(3) 第２条第３号に掲げる車両等の種類、規格及び台数 

(4) 第２条第４号に掲げる職員の職種別人員 

(5) 応援場所及び応援場所への経路 
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(6) 応援の期間 

(7) 前各号に定めるもののほか、応援の実施に関し必要な事項 

２ 応援の要請を受けた知事及び市町村の長は、応援の要請に応じる場合にあってはその応援の内容を、

応援の要請に応じることができない場合にあっては、その旨を当該被災市町村の長に通報するものと

する。 

３ 前２項に規定する応援の要請及び応援の可否に関する通報は、第１要請及び第２要請にあっては、

原則として道を経由して行うものとする。 

 （応援の経費の負担） 

第８条 応援に要した経費は、応援を受けた被災市町村において負担するものとする。 

２ 応援を受けた被災市町村において前項の規定により負担する経費を支弁するいとまがない場合に

は、応援を受けた被災市町村の求めにより、応援を行った道及び市町村は、当該経費を一時繰替（国

民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。）支弁するものとする。 

３ 前２項の規定により難い場合については、その都度、応援を受けた被災市町村と応援を行った道及

び市町村とが協議して定めるものとする。 

 （自主応援） 

第９条 知事及び市町村の長は、被災市町村との連絡がとれない場合又は緊急を要する場合であって必

要があると認めたときは、自主的に、被災市町村の被災状況等に関する情報収集を行うとともに、当

該情報に基づく応援を行うものとする。 

２ 自主応援については、第７条第１項の規定による被災市町村の長からの要請があったものとみなす。 

３ 自主応援に要する経費の負担については、前条の規定を準用する。ただし、被災市町村の情報収集に

要する経費は、応援を行った道及び市町村において負担するものとする。 

 （他の協定との関係） 

第 10 条 この協定は、道及び市町村相互において締結している北海道広域消防相互応援協定、北海道

消防防災ヘリコプター応援協定その他の災害時の相互応援に係る協定を妨げるものではない。 

 （その他） 

第 11条 この協定の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。 

２ この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、道及び市町村が協議して

定めるものとする。 
 
   附 則 

この協定は、平成 20年６月 10日から施行する。 

平成９年 11月５日に締結された協定は、これを廃止する。  

この協定の締結を証するため、協定書に知事、北海道市長会長及び北海道町村会長が記名押印の上、

各自１通を保有し、北海道市長会長及び北海道町村会長は、各市町村の長に対し、その写しを交付する

ものとする。 
 
平成 20年６月 10日 

北海道 

北海道知事 

北海道市長会 

北海道市長会長 

北海道町村会 

北海道町村会長 
 

地域区分 構成市町村 地域区分 構成市町村 

石狩支庁 石狩支庁管内の市町村 宗谷支庁 宗谷支庁管内の市町村 

渡島支庁 渡島支庁管内の市町村 網走支庁 網走支庁管内の市町村 

檜山支庁 檜山支庁管内の町 胆振支庁 胆振支庁管内の市町村 

後志支庁 後志支庁管内の市町村 日高支庁 日高支庁管内の町 

空知支庁 空知支庁管内の市町村 十勝支庁 十勝支庁管内の市町村 

上川支庁 上川支庁管内の市町村 釧路支庁 釧路支庁管内の市町村 

留萌支庁 留萌支庁管内の市町村 根室支庁 根室支庁管内の市町 
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協定１－１．北海道コカ･コーラボトリング㈱、剣淵町の協力に関する協定 

災害対応型自動販売機による協働事業に関する協定書 
 

 

剣淵町（以下「甲」という。）と北海道コカ・コーラボトリング株式会社（以下「乙」という。）は、

北海道と乙との間で平成１８年１２月２２日付締結した「災害時における飲料の供給等防災に関する協

力協定」（以下「防災協力協定」という。）に基づき、甲の地域において災害対応型自動販売機により取

り組む協働事業について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的・協働事業） 

第１条 本協働事業は、防災協力協定に基づき、地域及び住民の安全・安心の補完、平常時からの防 

災意識の高揚による地域防災力の強化並びに地域振興活動の充実を目的として、乙所有のネットワー 

ク接続された災害対応型自動販売機（電光掲示機能搭載型）を通して、次のサービスを提供するもの 

である。 

(1) 災害対応型自動販売機の電光掲示板による甲の地域情報、行政情報、災害情報、気象情報等（以

下「情報」という。）の提供。 

(2) 甲の災害基準により対策本部が設置された場合などの緊急時（以下「緊急時」という。）におけ

る災害対応型自動販売機内在庫飲料の無償提供（以下「商品提供」という。）。 

（情報提供に関する事項） 

第２条 災害対応型自動販売機の電光掲示板に掲示する情報の管理は甲が行うこととし、これによって

生じる責任について、乙は一切負わないものとする。 

２ 電光掲示板の保全に要する費用及び電光掲示情報の送信等に係る費用は乙が負担するものとする。 

（商品提供に関する事項） 

第３条 乙は、緊急時の認定及び商品提供の実行権限を甲に委任するものとする。甲がその商品提供の

開始時期を決定した場合は、可能な限り事前に電話等にてその旨を乙に報告するものとし、後日速や

かに報告書（様式１）を乙に提出するものとする。 

（災害対応型自動販売機の設置施設） 

第４条 災害対応型自動販売機の設置施設は、別紙のとおりとする。 

（連絡先） 

第５条 甲及び乙の連絡先は、次のとおりとする。 

（甲の連絡先の表示） 

名称 電話番号 

剣淵町 総務課（代表） ０１６５－３４－２１２１ 

 

（乙の連絡先の表示） 

名称 電話番号 

名寄士別販売課（代表） ０１６５－２３－４３５２ 

本社総務部（夜間・休日／衛星携帯） ０８０－１０１７－０１３８ 
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（守秘義務） 

第６条 甲、乙は、協働事業の遂行にあたり、知り得たすべての情報及び相手方の営業上の秘密を、そ 

の目的・手段を問わず、第三者に漏洩してはならない。ただし、次に掲げる情報はこの限りではない。 

(1) 開示又は知得の際、既に公知・公用となっているもの 

(2) 開示又は知得の際、自己が所有していたもの 

(3) 正当な権限を有する第三者から入手したもの 

２ 前項に定める義務は、この協定の有効期間満了後も有効に存続するものとする。 

（効力） 

第７条 この協定の有効期間は締結の日から１年間とし、有効期間満了までに甲乙双方又はいずれか一 

方から解約等の意思表示がないときは１年間更新されるものとし、以降同様とする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙が 

協議の上、決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有するものとする。 

 

平成２１年 ６月２５日 

 

甲   上川郡剣淵町仲町３７番 1 号 

    剣淵町長 

 

乙   札幌市清田区清田一条一丁目２番１号 

北海道コカ・コーラボトリング株式会社 

代表取締役社長 
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協定１－２．サントリーフーズ㈱北海道支社、剣淵町の協力に関する協定 

緊急時飲料提供ベンダー設置契約書 
 

剣淵町（以下甲という）とサントリーフーズ株式会社（以下乙という）とは、緊急時飲料提供ベンダ

ーの設置及びその営業に関し、以下のとおり契約を締結する。 

 

第１条 甲は、乙が後記設置場所に乙が所有又は管理する「緊急時飲料提供ベンダー」（以下自販機とい

う）を設置し、当該自販機を使用して乙の取扱う清涼飲料水（以下商品という）を販売することを許

可する。 

第２条 緊急時における自販機の使用については、添付別紙の利用細則に定めるとおりとする。 

第３条 甲は、設置された自販機の保全に協力する。乙は、以下のとおり自販機による商品販売業務を

行い、商品の搬入その他で甲の通常業務に支障をあたえないように努める。 

・自販機の設置・撤去及び保全・補修等の管理 

・自販機で販売する商品の数量・品質等の管理、自販機への補充 

・自販機内部にある売上代金・釣銭の管理 

・自販機の故障・品切れ等で連絡があった場合の速やかなる対処 

第４条 自販機での商品販売に必要な行政財産使用料および電気料は下記のとおりとし、内容について

は別に甲が行う「行政財産使用許可指令」によるものとする。 

第５条 自販機の設置契約に関しては甲と契約業者（下記記載）の契約とする。 

第６条 乙は、この契約における自販機管理、自販機を使用した商品販売等の業務を乙の任意に指定し

た業者に代行させることができ、甲はこれを了承するものとする。 

なお、指定業者を変更する場合、乙は事前に変更内容を甲に連絡する。 

第７条 この契約の存続期間は、平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までとする。また、期

間満了時２ヵ月前までに甲乙いずれかより変更又は解約の申し入れがない場合、この契約は１年間自

動的に更新され、爾後もまた同様とする。 

第８条 自販機撤去の際の原状復旧等に必要な工事は原則乙の負担とするが、この契約期間内に甲の事

情により自販機を引き揚げる場合は、甲の責任と負担で原状復旧等に必要な工事を行う。 

第９条 甲又は乙において、以下の事由に該当する事態が生じたときは、この契約を解除することがで

きる。なお、その際は理由を記載のうえ通知するものとする。 

・この契約各条項の一にても違反した場合 

・信用状態の悪化又は相手方に対する不正の行為等が発生し、相手方がこの契約を継続しがたいと判

断した場合 

・この契約期間内に設置した自販機が撤去もしくは交換された場合 

第 10 条 この契約に定めなき事項については、甲乙信義誠実の精神に基づき別途協議して解決するも

のとする。 

 

 以上契約の証として本証２通を作成し、各自記名押印のうえ、甲乙各１通を保有する。 

平成２１年４月１日 

記 

設置場所 設置先名 

設置場所 

(連絡先) 

剣淵町役場 

北海道上川郡剣淵町仲町 37番 1号 

0165-34-2121 

契約業者 

 

 

指定業者 

社   名 

住   所 

(連絡先) 

社   名 

住   所 

(連絡先) 

有限会社 丸八 小澤商店 

北海道上川郡剣淵町仲町 2番 3号 

0165-34-2405 

道北飲料 株式会社 

北海道旭川市東神楽 14条 4丁目 1-6 

0166-65-8664 
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行政財産使用料 

 

電気料負担額 

金   額 

 

金   額 

支 払 日 

自動販売機に関わる行政財産使用料を甲からの請求に基づき、契約業者

が支払う。 

甲は契約業者に対し、自販機稼動用電気料を毎月末に締め、電力会社の

電気料単価通知の上請求する。 

甲は小メーターにより自販機稼動用電力を確認の上、請求書を作成す

る。 

お振込み指定日までに、甲の指定する口座に、契約業者が振込みにて支

払う。 

販売価格 金   額 

支 払 日 

缶商品・小容量ペットボトル商品：120円 

500ＭＬペットボトル商品：150 円、天然水 500ＭＬペットボトル商品：110

円（全て税込み） 

協賛内容 

（備蓄用） 

商   品 

数   量 

対   応 

備   考 

サントリー天然水（南アルプス）２Ｌ 

２０ケース（１２０本） 

自動販売機設置時に無償提供 

賞味期限が２４ヶ月の為、賞味期限内に使用されなかった場合は、交換対

応する。 

以上 

甲）  上川郡剣淵町仲町 37番１号          乙）札幌市北区北８条西３丁目 28番地 

                              サントリーフーズ株式会社 北海道支社 

     剣淵町長                     支社長  
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協定２．北海道広域消防相互応援協定 

北海道広域消防相互応援協定 
 

 

消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 21条に基づき、北海道広域消防相互応援協定を次のとおり

締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。）第 21 条の規定に基

づき、北海道内の市、町及び消防の一部事務組合（以下「市町等」という。）相互の応援体制を確立

し、災害が発生した場合又は災害が発生するおそれのある場合に有効に対処することを目的とする。 

 （対象とする災害） 

第２条 この協定の対象とする災害は、法第１ 条に規定する水火災又は地震等の災害で、市町等の応

援を必要とするものとする。 

 （地域区分） 

第３条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、市町等を別表に掲げる地域に区分する。 

 （代表消防機関の設置及び任務） 

第４条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、別表に規定する地域ごとに地域代表消防機関

を置き、地域代表消防機関を総括する総括代表消防機関を置く。 

２ 地域代表消防機関及び総括代表消防機関の選定は、市町等の消防長の協議により行う。 

３ 地域代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 総括代表消防機関及び当該地域内消防本部との連絡調整及び情報交換に関すること。 

(2) 当該地域内の応援可能な消防隊等の把握に関すること。 

(3) 応援の要請時における当該地域内の応援可能な消防隊等の調整に関すること。 

４ 総括代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 北海道との連絡調整及び情報交換に関すること。 

(2) 地域代表消防機関との連絡調整及び情報交換に関すること。 

(3) 北海道内の応援可能な消防隊等の把握に関すること。 

(4) 応援の要請時における北海道内の応援可能な消防隊等の調整に関すること。 

 （応援の種別） 

第５条 この協定による応援の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 陸上応援消防隊、救助隊、救急隊又は支援隊（情報収集、伝達、広報等の活動を行う隊をいう。

以下同じ。）による応援 

(2) 航空応援回転翼航空機を装備した消防吏員の一隊（以下「航空隊」という。）による応援 

 （応援隊等の登録） 

第６条 市町等は、応援が可能な消防隊、救助隊、救急隊、支援隊及び航空隊（以下「応援隊」という。） 

並びに資機材をあらかじめ登録するものとする。 

 （応援要請の方法） 

第７条 応援の要請は、災害が発生し、又は発生するおそれのある市町等（以下「要請側」という。） 

の長から他の市町等の長に対し、災害の規模等に応じて次の各号の区分により行う。 

(1) 陸上応援要請 

ア 第１要請 

当該市町等が隣接の市町等に対して行う応援要請 

イ 第２要請 

当該市町等が構成する別表の地域内の他の市町等に対して行う応援要請（第１要請を除く。） 

ウ 第３要請 

当該市町等が構成する別表の地域外の市町等に対して行う応援要請（第１要請を除く。） 

(2) 航空応援要請 

航空隊の応援を必要とする応援要請 
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２ 陸上応援要請は、第１要請、第２要請、第３要請の順に行うものとする。ただし、要請側の長が特

に必要と認めた場合は、この限りでない。 

３ 前項の陸上応援要請のうち、第２要請にあっては要請側の地域代表消防機関を、第３要請にあって

は要請側の地域代表消防機関、総括代表消防機関及び応援要請をされた市町等の地域代表消防機関を

経由して行うものとする。 

 （応援要請の代行） 

第７条の２ 地域代表消防機関を置く市町等の長は、災害の状況により応援の必要があると認めるとき

は、北海道知事及び総括代表消防機関を置く市町等の長と協議し、要請側の長に代わり他の市町等の

長に応援の要請をすることができるものとする。 

２ 前項の応援の要請は、前条の規定により要請側の長が行った応援の要請とみなすものとする。 

 （応援隊の派遣） 

第８条 前２条の規定により応援の要請を受けた市町等（以下「応援側」という。）の長は、特別の事情

がない限り、応援隊を派遣するものとする。 

２ 応援側の長は、応援隊を派遣するときは、要請側の長に対し、その旨を通知しなければならない。

この場合において、第 7条第 3項の規定により経由することとされている代表消防機関を経由した応

援要請にあっては、当該代表消防機関を経由して通知するものとする。 

 （応援隊の指揮） 

第９条 応援隊の指揮は、要請側の長が行うものとする。 

 （応援経費の負担） 

第 10 条 陸上応援に要する経費は、要請側の負担とする。ただし、次の各号に掲げる経費は、応援側

の負担とする。 

(1) 応援隊員の出勤に係る旅費及び諸手当 

(2) 車両及び機械器具の燃料費（現地で調達したものを除く。） 

(3) 車両及び機械器具の修理費 

(4) 消耗品の補充費（現地で調達したものを除く。） 

２ 航空応援に要する応援隊員の出動に係る旅費及び諸手当並びに回転翼航空機の燃料費は、原則とし

て要請側の負担とする。 

３ 応援側の長は、前2項の規定により要請側の負担とされる経費を要請側の長に直接請求するものとする。 

 （損害賠償） 

第 11条 応援隊の応援に伴い発生した事故の処理に要する次の各号に掲げる経費は、要請側の負担とする。た

だし、応援側の重大な過失により発生した損害賠償に要する経費は、応援側の負担とする。 

(1) 土地、建物、工作物等に対する損害賠償 

(2) 一般人の死傷に伴う損害賠償 

２ 前項に定める要請側の負担額は、応援側が加入する保険により支払われる金額を控除した金額とする。 

 （協議） 

第 12 条 この規定の定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度市町等の長が協議し

て決定するものとする。 

 （委任） 

第 13条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町等の消防長が協議して定める。 

 

   附 則 

この協定は、平成３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 6年 7 月 25日締結） 

この協定は平成６年８月１日から施行する。 

地域  構 成 市 町 等（注 道北以外の地域については、略） 

道北

地方 

旭川市、大雪消防組合、上川中部消防事務組合、上川北部消防事務組合、士別地方消防事

務組合、富良野広域連合、北留萌消防組合、留萌消防組合、稚内地区消防事務組合、利尻

礼文消防事務組合、南宗谷消防組合 
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協定３．剣淵町内郵便局、剣淵町の協力に関する協定 

災害時における剣淵町内郵便局と剣淵町の協力に関する協定 
 

 

剣淵町内郵便局（以下「甲」という。）及び剣淵町（以下「乙」という。）は、剣淵町内に発生した地
震その他の災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために、次のとお
り協定する。 
 

 （定義） 
第１条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第２条第１号に
定める被害をいう。 

 （協力要請） 
第２条 甲及び乙は、剣淵町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を
要請することができる。 
(1) 郵便局ネットワークを活用した広報活動 
(2) 被災者の避難先及び避難者リスト等の情報を相互に提供 
(3) 甲が所有する車両を緊急車両等として業務に支障のない範囲で提供（車両配備局に限る） 
(4) 郵便事業株式会社の災害特別事務取扱い、株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生
命保険の非常取扱いについて各社から要請があった場合の取扱い 

(5) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項 

 （協力の実施） 

第３条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範
囲において協力するものとする。 

 （会議） 

第４条 甲は、業務の遂行に支障のない範囲で、乙が開催する防災会議に出席する。 

 （訓練） 

第５条 甲は、業務の遂行に支障のない範囲で、乙が開催する防災訓練に参加する。  

 （経費の負担） 
第６条 第２条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段
の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。 

２ 前項の規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の上、決定
するものとする。 

 （災害情報等連絡体制の整備） 

第７条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。 

 （情報の交換） 
第８条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を行う。 

 （連絡責任者） 
第９条 この協定書に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。 
    甲 郵便局株式会社剣渕郵便局長 
    乙 剣淵町総務課長 

 （協議） 
第 10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。 
 （有効期間） 
第 11 条 この協定書の有効期間は、平成 20 年７月１日から平成 21 年６月 30 日までとする。ただし、
甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間最終日から起算し、さらに１年間効力
を有するものとする。 
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 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方が押印の上、各自１通を保有する。 
 
 
   平成 20年６月 30日 
 
                     甲 剣淵町内郵便局 
                       代表 郵便局株式会社 剣渕郵便局長 
 
                     乙 剣淵町 
                       代表 剣淵町長 
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別記 北海道災害義援金募集委員会会則 

 

別記            北海道災害義援金募集委員会会則 
 

 

 （目的） 
第１条 本委員会は災害による被災者を救援するため、災害救助法第 31 条の２第２項及び北海道地域
防災計画第 32 節災害義援金募集（配分）計画に基づき北海道における災害義援金の募集に関する業
務を総合的かつ有機的に実施することを目的とする。 

 （名称） 
第２条 本委員会は北海道災害義援金募集委員会（以下「委員会」という。）と称する。 

 （事務局） 

第３条 委員会の事務局は日本赤十字社北海道支部（以下「日赤道支部」という。）に置く。 

 （組織） 
第４条 委員会は第１条の目的に賛同し、協力する機関又は団体（以下「構成団体」という。）をもって
組織する。 

 （委員） 
第５条 委員会は前条の構成団体から選出された委員をもって構成する。 

(2) 委員会の会長は、日赤道支部長をもって充てる。 
(3) 委員は会議に出席し事案を協議する。 

 (委員会) 

第６条 委員会は会長が必要と認めたとき、又は委員の要請に基づき会長が招集する。 
(2) 会議の議長は、会長がこれにあたる。 
(3) 会長に事故あるときは、予め会長が指名した者が代理する。 

 （募集要綱等） 
第７条 義援金募集要綱は別紙要綱骨子に拠るものとし、必要な細目についてはその都度委員会におい
て協議し決定する。 

 （運営） 
第８条 委員会の運営に必要な庶務並びに経費は日赤道支部において措置する。 

 （意見の聴取） 

第９条 委員会は第１条の目的を達成するため、必要に応じて関係行政機関から意見を求めることがで
きる。 

 （附則） 

第 10条 この会則は平成 19年５月 30日から実施する。 
北海道災害義援金募集（配分）委員会会則（昭和 57年９月１日制定）は廃止する。 

 
「参考」 
本委員会が実施する義援金募集業務は、災害救助法第 32 条に基づき北海道知事から救助又は応援の

実施について委託（注）を受けている日本赤十字社北海道支部とその協力団体が実施するものであるこ
とから、寄託された義援金は法人税法第 37条第３項第１号又は所得税法第 78条第２項１号に規定する
寄付金に該当するものである。 
（注） 医療・助産・死体の処理（埋葬及び死体の一時保存を除<）に関する委託協定 

（昭和 34年９月１日 甲北海道知事 乙日赤北海道支部長） 
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別紙 災害義援金募集事業要綱骨子 

 
別紙            災害義援金募集事業要綱骨子 
 

 

北海道災害義援金募集委員会会則第７条に定める要綱骨子は次のとおりとする。 
 

１ 義援金募集要綱名 
要綱の名称は原則として発生した災害名を冠し「○○災害義援金募集要綱」とする。 

２ 実施主体 
北海道災害義援金募集委員会とする。 
（事務局：日本赤十字社北海道支部） 

３ 構成団体 
委員会構成団体名を明記する。 

４ 趣旨 
都度委員会において定める。 

５ 義援金の種別 
募集する義援金は原則として現金とする。 
特定の個人・施設・団体及び地域に配分を指定する義援金又は有価証券等は特別の場合を除き募集

しない。 
６ 募集期間 

都度委員会において定める。 
７ 損金等の取扱い 

委員会名をもって募集する義援金は税制上損金等の扱いになることを明記する。 
８ 義援金の受付窓口 

各構成団体（同地方組織を含む）の事務所に義援金受付窓口を設定するほか、委員会が開設する義
援金口座への振込み又は街頭募金等による。 

９ 受領書の発行 
各構成団体が義援金を受領したときは、その団体の受付窓口において受領書を発行する。 
ただし、寄託者が義援金の損金扱いを希望する場合は仮受領書を発行し、後刻委員会名の領収書（免

税領収書）の発行手続きをとるものとする。 
 (2) 街頭募金の場合は受領書は発行しない。 
10 義援金の送金 

各構成団体において受付けた義援金は委員会が開設する義援金口座に随時送金するものとする。 
 (2) 委員会口座に送金された義援金（預金利子を含む）は、募集期間終了後速やかに北海道災害義援

金配分委員会が開設する義援金口座に送金するものとする。 
11 広報・周知 

義援金募集の一般への広報・周知は委員会名をもって新聞・ラジオ・テレビ等を通じて広報するほ
か、各構成団体においても、立看板、懸垂幕、ビラ、その他団体が有する広報手段をもって周知する。 

 (2) 義援金の募集成績は概ね１ヵ月２回程度集計し、その都度委員会名をもって新聞、ラジオ、テレ
ビその他の方法により公表する。 

12 義援品の取り扱い 
義援品は原則として取扱わない。 

13 経費 
各構成団体が義援金を募集するに当って必要とする諸経費については、その団体が負担する。 

14 その他 
本要綱骨子に定めるものの外必要な事項は委員会において定める。 
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別記 北海道災害義援金配分委員会会則 

 

別記             北海道災害義援金配分委員会会則 
 

 

 （目的） 
第１条 本委員会は災害による被災者を救援するため、北海道地域防災計画第 32節災害義援金募集（配
分）計画に基づき北海道における災害義援金の配分に関する業務を総合的かつ有機的に実施すること
を目的とする。 

 （名称） 
第２条 本委員会は北海道災害義援金配分委員会（以下「委員会」という。）と称する。 

 （事務局） 

第３条 委員会の事務局は北海道保健福祉部福祉局福祉援護課（以下「北海道」という。）に置く。 

 （組織） 
第４条 委員会は第１条の目的に賛同し、協力する機関又は団体（以下「構成団体」という。）をもって
組織する。 

 （委員） 
第５条 委員会は前条の構成団体から選出された委員をもって構成する。 

(2) 委員会の会長は、北海道保健福祉部長をもって充てる。 
(3) 委員は会議に出席し事案を協議する。 

 （委員会） 

第６条 委員会は会長が必要と認めたとき、又は委員の要請に基づき会長が招集する。 
(2) 会議の議長は、会長がこれにあたる。 
(3) 会長に事故あるときは、予め会長が指名した者が代理する。 

 （配分要綱等） 
第７条 義援金配分要綱は別紙要綱骨子に拠るものとし、必要な細目についてはその都度委員会におい
て協議し決定する。 

 （運営） 
第８条 委員会の運営に必要な庶務並びに経費は北海道において措置する。 

 （意見の聴取） 

第９条 委員会は第１条の目的を達成するため、必要に応じて関係機関から意見を求めることができる。 

 （附則） 
第 10条 この会則は平成 19年５月 30日から実施する。 
北海道災害義援金募集（配分）委員会会則（昭和 57年９月１日制定）は廃止する。 
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別紙 災害義援金配分事業要綱骨子 

 
別紙            災害義援金配分事業要綱骨子 
 

 

北海道災害義援金配分委員会会則第７条に定める要綱骨子は次のとおりとする。 
 

１ 義援金配分要綱名 
要綱の名称は原則として発生した災害名を冠し「○○災害義援金配分要綱」とする。 

２ 実施主体 
北海道災害義援金配分委員会とする。 
（事務局：北海道保健福祉部福祉局福祉援護課） 

３ 構成団体 
委員会構成団体名を明記する。 

４ 趣旨 
都度委員会において定める。 

５ 配分方法 
北海道災害義援金募集委員会から送金された義援金（預金利子を含む）は、速やかに委員会を開催

し協議の上、公正・適正に被災市町村等に配分する。 
６ 広報・周知 

義援金配分結果については、その都度委員会名をもって新聞・ラジオ・テレビ等を通じて公表する。 
７ 経費 

各構成団体が義援金の配分結果について公表する諸経費については、その団体が負担する。 
 (2) 被災地への義援金送料等については委員会において定める。但しこれらの費用を義援金より支出

することは原則として行わない。 
８ その他 

本要綱骨子に定めるものの外必要な事項は委員会において定める。 
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図表等 

 

第４章－別表１ 水防区域 

 

（平成 20年 11月現在） 
※ 出典：「被害想定調査（災害危険区域現地調査）」の第 1 表～第 6表より該当項目を掲載。 

  

番 号 危    険    区    域 予 想 さ れ る 被 害 整 備 計 画 

一 

連 

図 

面 
市町村名 地区名 水系名 河川名 

流心距離 

(Km) 

危険区域 

延長(m) 

災害の 

要因 

住家

（戸） 

公共施

設

（棟） 

道路 その他 実施機関 概要 

1 1 剣淵町 
元町・東

町 
天塩川 

１級 

剣淵川 

音無川合

流点から

0.05 

両岸

5,000 
内水氾濫 11     

田 70ha  

畑 110ha 
道 建設部 H10改修完了 

1 2 剣淵町 
屯田町 

南桜町 
天塩川 

１級 

パンケペ

オッペ川 

剣淵川合

流点から

0.6 

両岸

1,000 
内水氾濫 5     

田 10ha  

畑 20ha 
道 建設部 Ｈ16策定済 

1 3 剣淵町 西原町 天塩川 
１級 

犬牛別川 

イパノマ

ップ川合

流地点か

ら 1.4 

両岸

2,800 
内水氾濫 5     

田 25ha  

畑 35ha 
道 建設部 Ｈ16策定済 

1 4 剣淵町 東町 天塩川 
１級 

６線川 

剣淵川合

流点から

0.5 

右岸

5,000 
内水氾濫 5     

田 33ha  

畑 15ha 
道 建設部 H20年着手 

1 5 剣淵町 西岡町 天塩川 

１級 

パンケペ

オッペ川 

剣淵川合

流点から

0.5 

両岸

3,000 
内水氾濫 1     

田 10ha  

畑 24ha 
道 建設部 H16年着手 

1 6 剣淵町 東町 天塩川 
普通 

刈分川 

剣淵川合

流点から

0.6 

両岸

2,400 
溢水 1     

田  6ha  

畑 18ha 
剣淵町 検討中 

1 7 剣淵町 
南桜町 

西岡町 
天塩川 

１級 

小沢川 

３線川合

流点から

0.6 

両岸

2,000 
内水氾濫 1     

田 2ha   

畑 18ha  
道 建設部 

西岡ダム 

工事中 

1 8 剣淵町 旭町 天塩川 
１級 

音無川 

剣淵川合

流点から

1.0 

両岸

1,400 
内水氾濫 8     

田 15ha  

畑 27ha 
道 建設部 計画なし 
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第４章－別表２ 地すべり・がけ崩れ等危険区域（急傾斜地崩壊危険区域） 

（平成 20年 11月現在） 
番 号 危険区域の現況 予想される被害 法令等における指定状況 整 備 計 画 

一 

連 

図 

面 

市町村

名 
地区名 場所 

危険区 

域面積

(ha) 

住家 

(戸) 

公共 

施設 

（棟） 

道路 その他 
指定 

機関 
法令名 

指定 

年月日 

指定 

番号 

危険区域 

との関連 
実施 

機関 
概 要 

全部 一部 

2 1 剣淵町 西原町１ 西原町 1     

道道温 

根別剣

淵停車

場線 

    総点検         
道 水産

林務部 

計画検討

中 

2 2 剣淵町 西原町２ 西原町 1     

道道温 

根別剣

淵停車

場線 

    総点検         
道 水産

林務部 

計画検討

中 

2 3 剣淵町 西原町３ 西原町 1     

道道温 

根別剣

淵停車

場線 

    総点検         
道 水産

林務部 

計画検討

中 

2 4 剣淵町 西原町４ 西原町 2     
町道北

栄線 
    総点検         

道 水産

林務部 

計画検討

中 

2 5 剣淵町 西原町５ 西原町 2     

町道岩

野満布

1号 

    総点検         
道 水産

林務部 

計画検討

中 

2 6 剣淵町 

静川穀類

乾燥調整

施設 

藤本町 2 4 1 
国道 

40号 
    総点検         

道 水産

林務部 

計画検討

中 

2 7 剣淵町 伊藤の沢 東町 1 5   
国道 

40号 
    総点検         

道 水産

林務部 

計画検討

中 

2 8 剣淵町 佐藤の沢 東町 1     

町道智

取満布

2線 

    総点検         
道 水産

林務部 

計画検討

中 

2 9 剣淵町 東町１ 東町 2 5   
国道 

40号 
    総点検         

道 水産

林務部 

計画検討

中 

2 10 剣淵町 東町２ 東町 2     

道道上

士別ビ

バカル

ウシ線 

    総点検         
道 水産

林務部 

計画検討

中 

2 11 剣淵町 南桜町１ 南桜町 3     
町道犬

牛別線 
    総点検         

道 水産

林務部 

計画検討

中 

※ 出典：「被害想定調査（災害危険区域現地調査）」の第 1 表～第 6表より該当項目を掲載。 
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第４章－別表３ 土石流危険区域 

（平成 20年 11月現在） 

番 号 危険区域の現況 予想される被害 整備計画 

一 

連 

図 

面 

市町 

村名 
区域名 水系名 河川名 渓流名 

 

渓流 

番号 

渓流概況 砂防指

定地指

定番・ 

年月日 

住家 

(戸) 

公共

施設

（棟

） 

道 路 

そ 

の 

他 

実施 

機関 
概 要 渓流長 

(km) 

面積 

(ha) 

3 1 剣淵町 藤本町 天塩川 剣淵川 鏡の沢  1.2 4  8  国道 40号   
道 水産  

林務部 
検討中 

3 2 剣淵町 藤本町 天塩川 剣淵川 神社の沢  1.2 5  10  国道 40号   
道 水産  

林務部 

H4～H6治山

工事完了 

3 3 剣淵町 藤本町 天塩川 剣淵川 
旧 13区の

沢 
 1.0 4  10  国道 40号   

道 水産  

林務部 
検討中 

3 4 剣淵町 東町 天塩川 剣淵川 
旧 12区の

沢 
 1.2 4  15  国道 40号   

道 水産  

林務部 
検討中 

3 5 剣淵町 東町 天塩川 刈分川 刈分川 A  0.4 1  14  
道道上士別 

ﾋﾞﾊﾞｶﾙｳｼ線 
  

道 水産  

林務部 
検討中 

3 6 剣淵町 東町 天塩川 刈分川 刈分川 Ｂ  0.6 1  10  
道道上士別 

ﾋﾞﾊﾞｶﾙｳｼ線 
  

道 水産  

林務部 
検討中 

3 7 剣淵町 東町 天塩川 刈分川 刈分川 Ｃ  0.6 1  6  
道道上士別 

ﾋﾞﾊﾞｶﾙｳｼ線 
  

道 水産  

林務部 
検討中 

3 8 剣淵町 西原町 天塩川 
ﾊﾟﾝｹﾍﾟ 

ｵｯﾍﾟ川 

ｵﾝﾈﾍﾞﾂ沢 

A 
 0.4 1  6  町道   

道 水産  

林務部 
検討中 

3 9 剣淵町 西原町 天塩川 犬牛別川 
ｵﾝﾈﾍﾞﾂ沢 

B 
 0.6 1  5  町道   

道 水産  

林務部 
検討中 

3 10 剣淵町 西原町 天塩川 犬牛別川 
ｵﾝﾈﾍﾞﾂ沢 

C 
 1.8 11  10  

道道温根別 

剣淵停車場線 
  

道 水産  

林務部 
検討中 

3 11 剣淵町 西原町 天塩川 犬牛別川 
ｵﾝﾈﾍﾞﾂ沢 

D 
 0.4 1  10  

道道温根別 

剣淵停車場線 
  

道 水産  

林務部 
検討中 

3 12 剣淵町 西原町 天塩川 犬牛別川 
ｵﾝﾈﾍﾞﾂ沢 

E 
 0.3 1  10  

道道温根別 

剣淵停車場線 
  

道 水産  

林務部 
検討中 

3 13 剣淵町 西原町 天塩川 犬牛別川 
ｵﾝﾈﾍﾞﾂ沢 

F 
 0.7 1  10  

道道温根別 

剣淵停車場線 
  

道 水産  

林務部 
検討中 

3 14 剣淵町 南桜町 天塩川 
ﾊﾟﾝｹﾍﾟ 

ｵｯﾍﾟ川 
梅原の沢  0.2 1  3  町道   

道 水産  

林務部 
検討中 

3 15 剣淵町 南桜町 天塩川 小沢川 早田峠の沢  1.8 14  10  町道   
道 水産  

林務部 
検討中 

3 16 剣淵町 西原町 天塩川 犬牛別川 
ｲﾊﾟﾉﾏｯﾌﾟ沢 

A 
 0.7 1  5  町道   

道 水産  

林務部 
検討中 

3 17 剣淵町 西原町 天塩川 犬牛別川 
ｲﾊﾟﾉﾏｯﾌﾟ沢 

B 
 0.4 1  40  町道   

道 水産  

林務部 
検討中 

3 18 剣淵町 東町 天塩川 剣淵川 東十線川 
Ⅰ42- 

0310 
 45  2 1 国道 40号  

道 建設

部 
 

3 19 剣淵町 東町 天塩川 剣淵川 東九線川 
Ⅱ42- 

0320 
 66  1  ―  

道 建設

部 
 

3 20 剣淵町 東町 天塩川 刈分川 
刈分川左 1

の沢川 

Ⅱ42- 

0330 
 41  2  

道道上士別 

ﾋﾞﾊﾞｶﾙｳｼ線 
 

道 建設

部 
 

3 21 剣淵町 西原町 天塩川 犬牛別川 十四線川 
Ⅱ42- 

0440 
 36  1  町道  

道 建設

部 
 

※ 出典：「被害想定調査（災害危険区域現地調査）」の第 1表～第 6 表、「旭川土木現業所管内土砂災害危険

箇所図より該当項目を掲載。 
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第４章－別表４ 危険物取扱所及び貯蔵所 

（平成 21年 4月現在） 

事  業  所  名 所在地 電話番号 種類 数量 

北ひびき農業協同組合剣淵

機関支所給油所 
剣淵町仲町 8番 9号 34-2451 

第 1 石油類 

第 2 石油類 

30,000ℓ

30,000ℓ 

剣淵石油株式会社 剣淵町緑町 9番 1号 34-2458 
第 1 石油類 

第 2 石油類 

30,000ℓ

30,000ℓ 

有限会社ウシロ・サービス 剣淵町元町 15番 3号 34-2703 
第 1 石油類 

第 2 石油類 

9,600ℓ 

19,200ℓ 

菜原プロパン店 剣淵町仲町 6番 4号 34-2623 LP ガス 

80kg×5本 

50kg×3本 

20kg×2本 
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第４章－別表５ 重要水防施設（樋門、樋管） 

（平成 21年 4月現在） 

番号 河川名 岸 樋門・樋管名 住  所 

1 剣淵川 左 栗山排水樋門 剣淵町藤本町 

2 剣淵川 左 剣淵川九線排水ひ門 剣淵町藤本町 

3 剣淵川 左 斉藤排水樋門 剣淵町藤本町 

4 剣淵川 左 桜井排水樋門 剣淵町藤本町 

5 剣淵川 右 刈分３号排水樋管 剣淵町東町 

6 剣淵川 右 刈分地区第２号排水樋函 剣淵町東町 

7 剣淵川 左 佐藤排水ひ門 剣淵町元町 

8 剣淵川 左 ５線排水樋門 剣淵町元町 

9 剣淵川 左 小林樋門 剣淵町東町 

10 剣淵川 左 杉山排水樋門 剣淵町元町 

11 剣淵川 左 剣淵川斉藤排水樋門 剣淵町元町 

12 剣淵川 右 刈分排水樋門 剣淵町東町 

13 剣淵川 右 剣淵川剣淵橋上流樋門 剣淵町東町 

14 剣淵川 右 泊排水樋門 剣淵町東町 

15 剣淵川 右 東３線排水樋門 剣淵町東町 

16 剣淵川 左 生出排水樋門 剣淵町元町 

17 剣淵川 左 南剣淵第一樋門 剣淵町屯田町 

18 剣淵川 左 山田排水樋門 剣淵町屯田町 

19 剣淵川 右 満月排水樋門 剣淵町東町 

20 剣淵川 右 佐藤排水樋門 剣淵町東町 

21 剣淵川 右 東剣淵第２号樋管 剣淵町東町 

22 剣淵川 右 今野樋門 剣淵町東町 

23 犬牛別川 右 野口排水樋管 剣淵町藤本町 

24 犬牛別川 右 中下２号排水樋門 剣淵町藤本町 

25 犬牛別川 右 池田排水樋門 剣淵町東町 

26 犬牛別川 右 池田排水樋管 剣淵町西原町 

27 犬牛別川 右 池田排水樋管工 剣淵町西原町 

28 犬牛別川 右 １１線川排水樋門 剣淵町西原町 

29 犬牛別川 左 高橋排水樋管 剣淵町西原町 
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番号 河川名 岸 樋門・樋管名 住  所 

30 犬牛別川 左 清水排水樋門 剣淵町西原町 

31 犬牛別川 左 菜原排水樋管 剣淵町西原町 

32 犬牛別川 左 山田排水樋管 剣淵町西原町 

33 犬牛別川 左 第３号排水樋管 剣淵町西原町 

34 犬牛別川 左 後藤排水樋門 剣淵町西原町 

35 犬牛別川 左 ９区１号排水樋管 剣淵町西原町 

36 犬牛別川 右 尾崎排水樋門 剣淵町西原町 

37 犬牛別川 右 西原１号排水樋管 剣淵町西原町 

38 犬牛別川 右 西原２号排水樋門 剣淵町西原町 

39 犬牛別川 左 国井排水樋門 剣淵町西原町 

40 犬牛別川 左 佐々木樋門 剣淵町西原町 

41 犬牛別川 右 佐藤樋門 剣淵町藤本町 

42 イパノマップ川 右 高橋排水樋管 剣淵町西原町 

43 音無川 左 村岡排水樋門 剣淵町東町 

44 音無川 右 石田排水樋管 剣淵町元町 

45 パンケペオッペ川 左 第３号排水ひ門 剣淵町屯田町 

46 パンケペオッペ川 右 池田第１排水樋門 剣淵町南桜町 

47 パンケペオッペ川 右 安田排水樋門 剣淵町南桜町 

48 パンケペオッペ川 右 第６号排水樋門 剣淵町屯田町 

49 パンケペオッペ川 左 南剣淵第２排水樋管 剣淵町屯田町 

50 パンケペオッペ川 右 池田第２排水樋函 剣淵町南桜町 

51 パンケペオッペ川 左 菅井排水樋門 剣淵町南桜町 

52 パンケペオッペ川 左 池田ひ門 剣淵町南桜町 

53 剣淵川 右 高井樋門 剣淵町藤本町 

54 六線川 右 海上樋門 剣淵町東町 

55 パンケペオッペ川 右 第２号樋門 剣淵町屯田町 

56 パンケペオッペ川 右 木村排水樋門 剣淵町西岡町 

57 パンケペオッペ川 右 吉田排水樋門 剣淵町屯田町 

58 パンケペオッペ川 左 秋庭排水樋門  剣淵町屯田町 

59 パンケペオッペ川 右 吉田上流排水樋管 剣淵町屯田町 
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第４章－別表６ 水防倉庫及び主要備蓄資機材一覧 

１ 水防用資機材の備蓄状況 

（平成 21年 4月現在） 

品 名 土のう用袋 ス コ ッ プ ツ ル ハ シ 掛 け 矢 灯 光 器 

数 量 65 61 3 2 1 

２ 給水資機材の保有状況 

（平成 21年 4月現在） 

資 機 材 名 数 量 能 力 保 管 場 所 

給水タンク 3 18ｔ 士別地方消防事務組合剣淵支署 

ポリタンク 25 18ℓ 防災物品庫 

 

 

 

 

第４章－別表７ 消防組織 

1） 士別地方消防事務組合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2） 消防職員配置（条例定数 8人） 

（平成 21年 4月現在） 

階級別 

区別 
消防司令 

消 防 

司令補 
消防士長 

消 防 

副士長 
消防士 計 

剣淵支署 2 1 2 1 1 7 

 

3） 消防団員配置（条例定数 45人） 

（平成 21年 4月現在） 

階級別 

 
団 長 副団長 分団長 

副 

分団長 
部 長 班 長 団 員 計 

計 1 1 2 2 2 4 33 45 

 

 

消 防 支 署 

第 2 分 団 

第 1 分 団 

消

防

本

部 
士
別
地
方 

消
防
事
務
組
合 

消 防 団 本 部 



－ 27 － 

 

第４章－別表８ 消防施設整備状況 

1） 車輌 

（平成 21年 4月現在） 

種類 台数 

水そう付消防ポンプ自動車 2台 

小型動力ポンプ付積載車 1台 

指揮広報車 1台 

小型動力ポンプ付水槽車 1台 

 

2） 消防水利施設 

（平成 21年 4月現在） 

地 区 防火水槽 消火栓 地 区 防火水槽 消火栓 

西 町 6 6 屯 田 町 1  

緑 町 3 3 旭 町  1 

仲 町 7 8 西 原 町 2  

元 町 4 8 東 町 1  
 

3） 資機材 

（平成 21年 4月現在） 

区分 種類 数量 区分 種類 数量 

救助器具 救命浮輪  救助器具 スノーボード  

救助器具 救命胴衣 10 救助器具 レスキューツール 1 

救助器具 救助マット  救助器具 救助用バスケット  

消防用器具 耐熱服  消防用器具 消防ホース 町野 65mm 64 

消防用器具 耐電衣  消防用器具 背負式消火器具  

消防用器具 耐電手袋 2 消防用器具 組立水槽 2,500ℓ  

消防用器具 耐電長靴  消防用器具 組立水槽 500ℓ  

消防用器具 空気呼吸器 3 消防用器具 発泡機  

消防用器具 空気ボンベ 7 消防用器具 泡ノズル 1 

消防用器具 エアーソー  消防用器具 発電機(移動）投光機 1 

消防用器具 ポートタワー  消防用器具 梯子(２連） 3 

消防用器具 可搬式ウィンチ  消防用器具 梯子(３連） 1 

消防用器具 チェンソー 1 消防用器具 水損防止シート 3 

消防用器具 酸素溶断機  消防用器具 赤外線カメラ  

消防用器具 エンジンカッター 1 保安器具  

消防用器具 緩降機  消火剤 泡原液(合成界面活性剤) 100ℓ 

消防用器具 ロープ 100ｍ 1 消火剤 油吸着マット 344枚 

消防用器具 ロープ 50ｍ 1 消火剤 油処理剤 78ℓ 

消防用器具 廃煙機  消火剤 油吸着剤(AC ﾗｲﾄ）  

消防用器具 携帯用ｺﾝｸﾘｰﾄ破壊器具  救急救助隊用具   

消防用器具 消防ホース 町野 50mm 90本 その他 可燃性ガス測定機 2 
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第４章－別表９ 指定緊急避難場所及び指定避難所 

（平成 28年 11月現在） 

 

施 設 ・ 場 所 所 在 地 電話番号 

指 定 緊 急 避 難 場 所      
（対象とする異常な現象の種類） 

指  定 

避難所 
洪水・ 

内水氾濫 

崖崩れ・ 

土石流・ 

地滑り 

地  震 
大規模な 

火  災 

剣淵町民センター 仲町 37番 1号 34-2121 〇  〇 〇 〇 

剣淵小学校 西町 23番 1号 34-2116 〇  〇 〇  

剣淵中学校 西町 20番 1号 34-2211 〇  〇 〇  

剣淵高等学校 仲町 22番 1号 34-2549 〇  〇 〇  

Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ体育館 仲町 21番 1号 34-2246 〇  〇 〇  

剣淵町健康福祉総合セン
ター 

仲町 28番 1号 34-3955 〇  〇 〇 〇 
（福祉） 

元町自治会館 元町 6番 11号  〇   〇  

南桜町自治会館 南桜町 506番地  〇   〇  

旧第５区公民館 南桜町 1496番地  〇   〇  

西岡町農業研修館 西岡町 1201番地  〇   〇  

西岡町自治会館 西岡町 1918番地  〇   〇  

西原地区農業研修館 西原町 3083番地  〇 〇  〇  

西原東地区集会所（旧
第９区公民館） 

西原町 721番地  〇   〇  

東地区農業研修館 東町 2411番地 1  〇 〇  〇  

東町南地区会館 東町 1132番地  〇 〇  〇  

藤本町自治会館 藤本町 1575番地  〇 〇  〇  

剣淵小学校グラウンド 西町 23番 1号    〇 〇  

剣淵中学校グラウンド 西町 20番 2号    〇 〇  

剣淵高等学校グラウン

ド 
仲町 22番 2号    〇 〇  

剣淵町平波球場 元町 254番地    〇 〇  

南剣淵公園グラウンド 南桜町 1496番地    〇 〇  

旧西岡小学校グラウン
ド 

西岡町 1201番地    〇 〇  

西原学園グラウンド 西原町 3083番地    〇 〇  

東地区農業研修館緑地
公園 

東町 2411番地 1    〇 〇  

桜岡公園キャンプ場 東町 5123番地    〇 〇  

旧第 13区公民館前空地 藤本町 115番地    〇 〇  



－ 29 － 

 

第４章－別図１ 災害危険図 
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第５章－別表１ 被害状況の判定基準 

被害区分 判 断 基 準 

①
人
的
被
害 

死 者 

当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの。又は死体を確認すること

ができないが死亡したことが確実なもの。 

1） 当該災害により負傷し、死亡した者は、当該災害による死亡者とする。 

2） 町外の者が町内に滞在中、当該災害によって死亡した場合は、本町の

死亡者として取り扱う。（行方不明、重症、軽症についても同じ。） 

3） 氏名、性別、年齢、職業、住所、原因を調査し市町村と警察調査が一致する

こと。 

行 方 不 明 
当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるもの。 

1） 死者欄の 2）3）を参照。 

重 傷 者 

災害のため負傷し､1ヶ月以上医師の治療を受け､又は受ける必要のあるも

の。 

1） 負傷の程度は医師によるものとし、診断後入院、通院、自宅治療等が

1ヶ月以上に及ぶものを重傷者とする。 

2） 死者欄の 2）3）を参照。 

軽 傷 者 

災害のため負傷し、1ヶ月未満の医師の治療を受け、又は受ける必要のあ

るもの。 

1） 負傷の程度は医師によるものとし、診断後入院、通院、自宅治療等が

1ヶ月未満であるものを軽傷者とする。 

2） 死者欄の 2）3）を参照。 

②
住
家
被
害 

住 家 

現実に住居のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかど

うかを問わない。 

1） 物置、倉庫等を改造して居住している場合は、住家とみなす。 

2） 商品倉庫等の一部を管理人宿舎として使用している場合で、商品倉庫、

管理人宿舎ともに半壊した場合、住家の半壊 1、商工被害 1として計上

すること。 

3） 住家は社宅、公宅（指定行政機関及び指定公共機関のもの）を問わず

全てを住家とする。 

世 帯 

生活を一つにしている実際の生活単位。寄宿舎、下宿その他これに類する

施設に宿泊するもので、共同生活を営んでいる者は、原則としてその寄宿

舎等を１世帯とする。 

1） 同一家屋内に親子夫婦が生活の実態を別々にしている場合は、2世帯

とする。 

全 壊 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部

が倒壊、流出、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修

により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、

焼失、もしくは流出した部分の床面積がその住家の延床面積の 70％以上

に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体

に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 50％以上に達した程度

のもの。 

1） 被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価とし、家財道具

の被害は含まない。 
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被害区分 判 断 基 準 

半 壊 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住

家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、

具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 20％以上 70％未満のもの、

又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で

表し、その住家の損害割合が 20％以上 50％未満のもの。 

1） 被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価に減損耗率を乗

じた額とし、家財道具の被害は含まない。 

②
住
家
被
害 

一 部 破 損 

全壊、半壊、床上浸水及び床下浸水に該当しない場合であって、建物の一

部が破損した状態で、居住するためには、補修を要する程度のもの。 

1） 被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価に減損耗率を乗

じた額とし、家財道具の被害は含まない。 

床 上 浸 水 

住家が床上まで浸水又は土砂等が床上まで堆積したため、一次的に居住す

ることができない状態となったもの。 

1） 被害額の算出は、床上浸水によって家屋（畳、建具を含む）が破損した

部分の損害額とし、家財道具の被害、土砂及び汚物等の除去に要する経費

は含まない。 

床 下 浸 水 

住家が床上浸水に達しないもの。 

1） 被害額の算出は、床下浸水によって家屋が破損した部分の損害額とし、

土砂及び汚物等の除去に要する経費は含まない。 

③
非
住
家
被
害 

非 住 家 

非住家とは住家以外の建物で、この報告中他の被害項目に属さないものと

する。これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

1） 公共建物とは、役場庁舎、集会施設等の公用又は公共の用に供する建物を

いう。なお、指定行政機関及び指定公共機関の管理する建物は含まない。 

2） その他は、公共建物以外の神社、仏閣、土蔵、物置等をいう。 

3） 土蔵、物置とは、生活の主体をなす主家に付随する建物の意味であっ

て、営業用の倉庫等は、その倉庫の用途に従って、その他の項目で取り

扱う。 

4） 被害額の算出は、住家に準ずる。 

④
農
業
被
害 

農 地 

農地被害は、田畑が流失、埋没等のため農耕に適さなくなった状態をいう。 

1） 流失とは、その田畑の筆における耕土の厚さ 10％以上が流失した状態

のもの。 

2） 埋没とは、粒径 1 ㎜以下にあっては 2 ㎝、粒径 0.25mm 以下の土砂に

あっては 5cm以上流入した状態をいう。 

3） 埋没等の等とは、地震による土地の隆起、陥没又は干ばつ等をいう。 

4） 被害額の算出は農地の原形復旧に要する費用又は、農耕を維持するた

めの最小限度の復旧に要する費用とし、農作物の被害は算入しない。 

農 作 物 

農作物が農地の流失、埋没等及び浸冠水・倒伏によって生じた被害をいう。 

1） 浸冠水とは、水、土砂等によって相当期間（24時間以上）作物等が地

面に倒れている状態をいう。 

2） 倒伏とは、風のため相当期間（24時間以上）作物等が地面に倒れてい

る状態をいう。 

3） 被害額の算出は、災害を受けなかったとしたならば得たであろう金額

を推定積算すること。 

農 業 用 施 設 
頭首工、ため池、水路、揚水機、堤防、道路、橋梁、その他農地保全施設

の被害をいう。 
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被害区分 判 断 基 準 

共同利用施設 

農業共同組合又は同連合会の所有する倉庫、農産物加工施設、共同作業場、

産地市場施設、種苗施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、家畜診療施設等

及び農家の共同所有に係る営農施設の被害をいう。 

営 農 施 設 
農家個人所有に係る農舎、サイロ倉庫、尿溜、堆肥舎、農業機械類、温室、

育苗施設等の被害をいう。 

畜 産 被 害 施設以外の畜舎被害で、家畜、畜舎等の被害をいう。 

そ の 他 上記以外の農業被害、果樹（果実は含まない）草地畜産物等をいう。 

⑤
土
木
被
害 

河 川 

河川の維持管理上必要な堤防、護岸、水制・床止め又は沿岸を保全するため

防護することを必要とする河岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。 

1） 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

砂 防 設 備 

砂防法第 1条に規定する砂防設備、同法第 3条の規定によって同法が準用

される砂防の施設又は天然の河岸等で復旧工事を必要とする程度の被害

をいう。 

1） 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

地 す べ り 
防 止 施 設 

地すべり等防止法第 2 条第 3 項に規定する地すべり防止施設で復旧工事

を必要とする程度の被害をいう。 

1） 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

急傾斜地崩壊 
防 止 施 設 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第 2 条第 2 項に規定する

急傾斜地崩壊防止施設で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。 

1） 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

道 路 

道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第 2条の道路

の損壊が、復旧工事を要する程度の被害をいう。 

1） 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

橋 梁 

道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第 2条の道路

を形成する橋が流失又は損壊し、復旧工事を要する程度の被害をいう。 

1） 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

下 水 道 下水道法に規定する公共下水道、流域下水道、都市下水路。 

公 園 

都市公園法施行令第 25条各号に掲げる施設（主務大臣の指定するもの（植

栽・いけがき）を除く。）で、都市公園法第 2 条第 1 項に規定する都市公

園又は都市公園等整備緊急措置法第 2条第 1項第 3号に規定する公園若し

くは緑地に設けられたもの。 

⑥ 

水
産
被
害 

漁 船 

動力船及び無動力船の沈没流出、破損(大破、中破、小破)の被害をいう。 

1） 港内等における沈没は、引上げてみて今後使用できる状態であれば破

損として取り扱う。 

2） 被害額の算出は、被害漁船の再取得価額又は復旧額とする。 

漁 港 施 設 
外かく施設、けい留施設、水域施設で水産業協同組合の維持管理に属する

もの。 

共同利用施設 

水産業協同組合、同連合会、又は地方公共団体の所有する施設で漁業者の

共同利用に供する水産倉庫、加工施設、作業所、荷さばき所、養殖施設、

通信施設、給水施設、給油施設、製氷・冷凍・冷蔵施設・干場・船揚場等

をいう。 
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被害区分 判 断 基 準 

その他施設 上記施設で個人(団体、会社も含む)所有のものをいう。 

漁具（網） 定置網、刺網、延縄、かご、函等をいう。 

水産製品 加工品、その他の製品をいう。 

⑦
林
業
被
害 

林地 新生崩壊地、拡大崩壊地、地すべり等をいう。 

治山施設 既設の治山施設等をいう。 

林道 林業経営基盤整備の施設道路をいう。 

林産物 素材、製材、薪炭原木、薪、木炭、特用林産物等をいう。 

その他 
苗畑、造林地、製材工場施設、炭窯、その他施設（飯場、作業路を含む。）
等をいう。 

⑧
衛
生
被
害 

水 道 
水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び

配水施設をいう。 

病 院 病院、診療所、助産所等をいう。 

清 掃 施 設 ごみ処理施設、し尿処理施設及び最終処分場をいう。  

火 葬 場 火葬場をいう。 

⑨
商
工
被
害 

商 業 商品、原材料等をいう。 

工 業 工場等の原材料、製品、生産機械器具等をいう。 

⑩公立文教施設被害 
公立の小、中、高校、中等教育学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学

校、幼稚園等をいう。（私学関係はその他の項目で扱う。） 

⑪社会教育施設被害 図書館、公民館、博物館、文化会館等の施設。 

⑫社会福祉施設等被害 

老人福祉施設、身体障害者（児）福祉施設、知的障害者（児）福祉施設、

児童母子福祉施設、生活保護施設、介護老人保健施設、精神障害者社会

復帰施設等をいう。 

⑬
そ
の
他 

鉄 道 不 通 汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害をいう。 

鉄 道 施 設 線路、鉄橋、駅舎等施設の被害をいう。 

水道（戸数） 上水道、簡易水道で断水している戸数のうち、ピーク時の戸数をいう。 

電話（戸数） 災害により通話不能となった電話の回線数をいう。 

電気（戸数） 災害により停電した戸数のうちピーク時の停電戸数をいう。 

ガス（戸数） 
一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっているピーク時の戸数を

いう。 

ブロック塀等 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数をいう。 

都 市 施 設 街路等の都市施設をいう。 

 上記の項目以外のもので特に報告を要すると思われるもの。 
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第５章－別表２ 車両確保の現況 

１ 町有車両の現況 

（平成 21年 4月現在） 

車 種 台数（台） 
  

所 属 （ 管 理 ） 課 台数（台） 

乗用車 ４ 
総務課 ２ 

健康福祉課 ２ 

軽自動車 ２ 
健康福祉課 １ 

経済課 １ 

ライトバン ８ 

総務課 １ 

経済課 ３ 

建設課 ２ 

住民課 １ 

教育課 １ 

バス ８ 
総務課 ５ 

経済課 ３ 

小型貨物車 ６ 

総務課 １ 

建設課 ３ 

教育課 ２ 

軽トラック ３ 
経済課 ２ 

建設課 １ 

ワゴン車 ８ 

総務課 ２ 

経済課 １ 

建設課 １ 

教育課 １ 

健康福祉課 １ 

診療所 １ 

 

 

第５章－別表３ ヘリコプター発着可能地 

（平成 21年 4月現在） 

管内 小学校区 場 所 住 所 緯 度 経 度 

上川 剣淵町 剣淵小学校グラウンド 剣淵町西町 23番 1号 
北緯 44度 5分 48秒 
東経 142度 21分 29秒 

上川 剣淵町 剣淵中学校グラウンド 剣淵町西町 20番 2号 
北緯 44度 5分 58秒 
東経 142度 21分 22秒 

上川 剣淵町 剣淵高等学校グラウンド 剣淵町仲町 22番 2号 
北緯 44度 6分 2秒 
東経 142度 22分 3秒 

上川 剣淵町 剣淵平波球場 剣淵町元町 254番地 
北緯 44度 5分 41秒 
東経 142度 22分 18秒 

上川 剣淵町 桜岡公園多目的運動広場 剣淵町東町 5245番地 
北緯 44度 5分 31秒 
東経 142度 25分 43秒 
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第５章－別表４ ＡＥＤ（自動体外式除動機）の設置箇所 

（平成 21年 4月現在） 

設  置   施  設 設 置 箇 所 住      所 電 話 番 号 

町民センター １階ロビー 剣淵町仲町 37 番１号 0165-34-2121 

士別地方消防事務組合剣淵支

署 
団員室内 剣淵町仲町 37 番 1 号 0165-34-2132 

健康福祉総合センター ロビー 剣淵町仲町 28 番１号 0165-34-0955 

剣淵小学校 職員室内 剣淵町西町 23 番１号 0165-34-2116 

剣淵中学校 職員室内 剣淵町西町 20 番 1 号 0165-34-2211 

剣淵高等学校 職員室内 剣淵町仲町 22 番 1 号 0165-34-2549 

Ｂ＆Ｇ海洋センター ロビー 剣淵町仲町 21 番 1 号 0165-34-2675 

武道館 ロビー 剣淵町仲町 16 番 1 号 0165-34-2818 

屋内ゲートボール場 ロビー 剣淵町仲町 21 番 1 号 0165-34-2675 

道の駅 
地場産品コーナー

前 
剣淵町東町 2420 番地 0165-34-3811 

レークサイド桜岡 ロビー 剣淵町東町 5141 番地 0165-34-3100 
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第５章－別表５ 災害応急金融計画 

（平成 16 年度） 

融資の 

名称 
内容・資格・条件等 

生
活
福
祉
資
金 

貸付の対象 低所得者・高齢者・身体障害者等 利率年 3％ 

但し据置期間中及び修学資金は無利子、長期生活支援資金については、年 3％又は毎年 4 月 1 日

時点の長期プライムレートのいずれか低い方 

 

資金の種類 内容 貸付限度（円） 据置期間 償還期間 備 考 

更

正

資

金 

生業費 

低所得世帯等が生

業を営むのに必要

な経費 

低 2,800,000 

以内 

障 4,600,000 

1年 

以内 

18月 

7年 

以内 

9年 

措置期間 

災害による場合

は最大 24月 

技能習得費 

低所得世帯等が就職

又は技能を習得する

ために必要な支度を

する経費 

低所得世帯等が生業

又は就職に必要な知

識・技能を習得する

のに必要な経費 

低 1,100,000 

障 1,300,000 
6月 8年 

措置期間 

災害による場合

は最大 24月 

福

祉

資

金 

福祉費 

低所得世帯等が結

婚・出産及び葬祭に

必要な経費等、転宅

に必要な経費、就職

時の支度費、日常生

活上一時的に必要

な経費 

500,000 

6月 

3年 

 

障害者等福祉

用具購入費 

障害者又は高齢者が

日常生活の便宜を図

るための高額な福祉

機器等の購入に特に

必要な経費 

800,000 

6年 

 

障害者自動車

購入費 

障害者等が自動車

を購入するのに必

要な経費 

2,000,000 

 

中国残留邦人

等国民年金 

追納費 

中国残留邦人等が

国民年金の保険料

を追納するのに必

要な経費 

4,704,000 10年 
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融資の 

名称 
内容・資格・条件等 

生
活
福
祉
資
金 

 

資金の種類 内容 貸付限度（円） 据置期間 償還期間 備 考 

就

学

資

金 

就学費 

低所得世帯に属す

る者が高等学校（盲

学校、ろう学校又は

養護学校の高等部

及び専修学校の高

等部及び専修学校

の高等課程を含む）

大学、短期大学及び

専修学校の専門課

程又は高等専門学

校に修学するのに

必要な経費 

（高校､専修学校

高等課程） 

月 35,000 

（高専） 

月 60,000 

（短大、専修学校

専門課程） 

月 60,000 

（大学） 

月 65,000 

卒業後 

6月 

以内 

15年 

 

就学支度金 
入学に際し必要な

経費 
500,000 

住宅資金 

低所得世帯、障害者

世帯又は高齢者世帯

に対し住宅の増改

築､拡張､補修又は保

全に必要な経費 

2,500,000 6月 7年 

措置期間 

災害による場合は

最大 24月 

療養・介護資金 

低所得世帯又は高齢

者世帯に対し世帯員

の負傷又は疾病の療

養（療養を必要とする

期間が 1 年以内の場

合に限る。）に必要な

経費及び介護保険法

による介護サービス

を受けるのに必要な

経費（原則として1年

以内の場合に限る） 

1,700,000 6月 5年 

措置期間 

災害による場合

は最大 24月 

災害支援資金 

低所得者世帯に対

し災害を受けたこ

とにより困窮から

自立更正するため

に必要な経費 

1,500,000 12月 7年 

 

緊急小口資金 

緊急一時的な需要

に対応するための

経費 

50,000 2月 4月 

 

長期生活支援資金 毎月の生活費 
土地の評価額に基

づき定めた額 

償還期限 

貸付契約の終了時 

一定不動産を有

し、将来にわたり

その住居に住み

続けることを希

望する高齢者世

帯に対し、当該不

動産を担保とし

て貸付を行う 
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融資の 

名称 
内容・資格・条件等 

母
子
・
寡
婦
福
祉
資
金 

 
資金 
の 
種類 

貸付対象等 貸付限度額（円） 
貸付を受 

ける期間 

据置 

期間 

償還 

期間 
利率 

事業

開始

資金 

母子家庭の母 

 

母子福祉団体 

 

寡婦 

事業（例えば洋裁軽飲食、

文具販売、菓子小売業等

母子福祉団体においては

政令で定める事業）を開

始するのに必要な設備

費、什器、機械等の購入資

金 

2,830,000 

 

団体 4,260,000 

 1 年 
7 年 

以内 
無利子 

事業

継続

資金 

母子家庭の母 

 

母子福祉団体 

 

寡婦 

現在営んでいる事業（母子

福祉団体については政令

で定める事業）を継続する

ために必要な商品、材料等

を購入する運転資金 

1,420,000  6 ｹ月 
7 年 

以内 
無利子 

修学

資金 

母子家庭の母が

扶養する児童 

 

父母のいない児童 

 

寡婦が扶養する子 

高校、専門学校 

（高等課程） 

 

短大、専修大学 

（専門課程） 

公立(自宅) 18,000 

(自宅外) 23,000 

私立(自宅) 30,000 

(自宅外) 35,000 

公立(自宅) 44,000 

(自宅外) 50,000 

私立(自宅) 52,000 

(自宅外) 59,000 

大学 

公立(自宅) 44,000 

(自宅外) 50,000 

私立(自宅) 53,000 

(自宅外) 63,000 

就学期間中 

当該 

学校 

卒業後 

6 ヶ月 

20 年 

以内 

専修学校 

( 一般課

程は 5 年

以内) 

無利子 

技能

習得

資金 

母子家庭の母 

 

寡婦 

自ら事業を開始し又は会

社等に就職するために必

要な知識、技能を習得す

るために必要な資金（例 

洋裁、タイプ、栄養士等） 

月額 50,000 

 

(特 1 回 450,000) 

知識､技能を

習得する期

間中 3 年を

こえない範

囲内 

知識 

技能 

習得後 

6 ヶ月 

10 年 

以内 
無利子 

修業

資金 

母子家庭の母が

扶養する児童 

 

父母のいない児童 

 

寡婦が扶養する子 

事業を開始し又は就職す

るために必要な知識、技能

を習得するために必要な

資金 

月額 50,000 

(特 1 回 450,000) 

(注 )修業施設で知

識、技能習得中の児

童が 18 歳に達した

ことにより児童扶

養手当等の給付を

受けることができ

なくなった場合上

記額に児童扶養手

当額を加算 

知識､技能を

習得する期

間中 3 年を

こえない範

囲内 

知識 

技能 

習得後 

6 ヶ月 

6 年 

以内 
無利子 

就職

支度

金 

母子家庭の母が

扶養する児童 

父母のいない児童 

寡婦 

就職するために直接必要

な衣服、履物等を購入す

る資金 

100,000 

 

(特別 320,000) 

 

1 ｹ月 
10 年 

以内 
無利子 
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融資の 

名称 
内容・資格・条件等 

母
子
・
寡
婦
福
祉
資
金 

 
資金 
の 
種類 

貸付対象等 貸付限度 
貸付を 

受ける期間 

据置 

期間 

償還 

期間 
利率 

医療

介護

資金 

母子家庭の母又

は児童 

寡婦 

医療又は介護（当該医療

を受ける期間が 1 年以内

の場合に限る）を受ける

ために必要な資金 

310,000 

(特 1回 450,000) 

介護 500,000 

 

6 ｹ月 
5年 

以内 
無利子 

生活

資金 

母子家庭の母 

 

寡婦 

技能習得資金借受期間中

の生活費補給資金 

月額 

（一般） 103,000 

（技能） 140,000 

技能習得資

金貸付期間

中 3年以内 

知識 

技能 

習得 

(医療)

後 

6ヶ月 

10年 

以内 

無利子 

医療介護資金借受期間中

の生活費補給資金 

医療介護資

金貸付期間

中 1年以内 

貸付 

期間 

満了後 

6ヶ月 

7年 

以内 

配偶者のいない女子にな

って 5 年未満の家庭への

生活補給資金又は失業中

の生活費補給資金 

生活安定貸

付後 2年以内

又は離職し

た日の翌日

から 1年以内 

生活 

安定 

8年 

以内 

失業 

5年 

以内 

年 3% 

住宅

資金 

母子家庭の母 

 

寡婦 

住宅を補修し、保全し、改

築し、増築し、建築し、又

は購入するのに必要な資

金 

2,000,000 

補修、保全等 

1,500,000 

 

6 ｹ月 

7年 

以内 

(保全等

は 6年以

内) 

年 3% 

転宅

資金 

母子家庭の母 

寡婦 

住宅を転移するため住宅

の賃借に際し必要な資金 
260,000  6 ｹ月 

3年 

以内 
年 3% 

就学

支度

資金 

母子家庭の母が

扶養する児童 

 

父母のいない児童 

 

寡婦が扶養する子 

就学、修業するために必

要な被服等の購入に必要

な資金 

小学校   39,500 

中学校   46,100 

高校等 

公立(自宅) 75,000 

(自宅外) 85,000 

私立(自宅) 410,000 

(自宅外) 420,000 

大学・短大等 

公立(自宅) 370,000 

(自宅外) 380,000 

私立(自宅) 580,000 

(自宅外) 590,000 

 

6ヶ月 

20年 

以内 

専修学校 

(一般課

程は 5 年

以内) 

無利子 

結婚

資金 

母子家庭の母 

 

寡婦 

母子家庭の母が扶養する

児童、寡婦が扶養する 20

歳以上の子の婚姻に際し

必要な資金 

300,000 

 

6ヶ月 
5年 

以内 
年 3% 

特例

児童

扶養

資金 

母子家庭の母 

 

父母のいない児童 

児童扶養手当の全部又は

一部の支給制限を受け、

かつ、前年の収入が一定

額未満である配偶者のい

ない女子 

平成 14 年 7 月分の

児童扶養手当支給

額と貸付申請時の

児童扶養手当支給

額との差額 

18 歳未満の

児童を扶養

する期間中 5

年を超えな

い範囲 

6ヶ月 
10年 

以内 
無利子 
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融資の 

名称 
内容・資格・条件等 

災
害
援
護
資
金
貸
付
金 

 

実施主体 市町村（特別区を含む。）が条例に定めるところにより実施する。 

対象災害 自然災害であって、都道府道内において災害救助法が適用された市町村が 1 以上ある場合の災害とする。 

貸付対象 対象災害により負傷又は住居、家財に被害を受けた者 

 

貸付限度 利率 据置期間 償還期間 償還方法 

① 世帯主の 1ヶ月以上の負傷 

1,500,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 3％ 

 

措置期間 

は無利子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3年 

 

特別の事情 

がある場合 

は 5年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10年 

 

措置期間 

を含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

半年賦 

 

年賦 

② 家財等の損害 

 ア 家財の 3分の 1以上の損害 

1,500,000円 

 イ 住宅の半壊 

1,700,000円 

 ウ 住宅の全壊（1の場合を除く） 

2,500,000円 

 エ 住宅全体の滅失又は流失 

3,500,000円 

③ ①と②とが重複した場合 

ア ①と②のアが重複した場合 

2,500,000円 

イ ①と②のイが重複した場合 

2,700,000円 

 ウ ①と②のウが重複した場合 

3,500,000円 

④ 次のいずれかの事由の 1 に該当す

る場合であって、被災した住居を建て直

すに際し、残存部分を取り壊さざるを得

ない場合等 

ア ②のイの場合 2,500,000 円 

イ ②のウの場合 2,500,000 円 

ウ ③のイの場合 3,500,000 円 
 

 

取扱機関等 関係法令等 備  考 

北海道社会福祉協議会 

市町村社会福祉協議会 
生活福祉資金貸付制度要綱 国 1/2補助 道 1/2補助 

北海道 

市町村 

母子及び寡婦福祉法 

（昭和39年法律第129号） 

国 2/3貸付 道 1/3貸付 

償還については 6 月ないし 1 年間の措置期間があ

る。修業資金については厚生労働大臣の定めるもの

は無利子である。 

北海道 

市町村 

災害弔慰金の支給等に関す

る法律 

（昭和 48年法律第 82号） 

貸付金の額は、1 世帯当たり限度額は 350 万円を越

えない範囲内とする。 

貸付金原資の負担 国 2/3 都道府県、指定都市 1/3 
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融資の 

名称 
内容・資格・条件等 

災
害
復
興
住
宅
資
金 

１ 対象災害 

災害救助法施行令第 1 条第 1 項第 1 号から 3 号までのいずれかに該当する被害を受けた市町村が 1 以上ある

災害及び主務大臣が指定する災害 

２ 融資対象者 

・住宅金融公庫が指定した災害で被災を受けた住宅の所有者等で自ら居住するか、罹災者のために建設、購入、

補修する者 

・毎月の返済額の 4 倍以上の月収がある者 

３ 融資条件 

 区分 建設 新築購入 中古購入 補修 

融

資

対

策 

住宅の規格 

建築基準法 

 

住宅部分 

床面積 

各戸に居住室、炊事室、便所が備えられていること 

建築基準法等の関係法令に適合すること 

店舗併用住宅などの場合は、住宅部分が概ね 1/2以上あること 

13㎡以上 175㎡以下 

50㎡以上（マンショ

ンの場合は 40 ㎡以

上）175㎡以下 

50㎡以上（マンショ

ンの場合は 40 ㎡以

上）175㎡以下 

 

融

資

限

度

額 

耐火構造 

準耐火構造 

建設資金  1,160 万円 

土地取得資金 770 万円 

整地資金   380 万円 

購入資金 

1,930万円 

購入資金 

1,630万円 

補修資金 640万円 

移転資金 380万円 

整地資金 380万円 

木造 建設資金  1,100 万円 

土地取得資金 770 万円 

整地資金   380 万円 

購入資金 

1,870万円 

購入資金 

1,420万円 

補修資金 590万円 

移転資金 380万円 

整地資金 380万円 

返

済

期

間 

耐火構造 

準耐火構造 

木造 

35年以内 

35年以内 

25年以内 

35年以内 

35年以内 

25年以内 

20～35年以内 

20～35年以内 

20～25年以内 

20年以内 

据置期間  3年以内  
1年以内 

（返済期間に含む） 

貸付金利 年 1.7％（平成 16年 12月 14日現在） 

受付期間 災害発生の日から 2年間 
 

 

取扱機関等 関係法令等 備  考 

北海道・市町村 

住宅金融公庫支店 

住宅金融公庫の代理店（各受託金融機関） 

住宅金融公庫法 

 

 

融資の名称 内容・資格・条件等 

農業経営維持 

安定資金 

貸付の対象 

 災害により資金を必要とする場合、その農地、施設その他の農業に活用される資

源を売渡す等農業経営に著しい支障を及ぼすことなしに必要な資金の調達ができ

ない農業者 

貸付限度額 
農業を営む個人   200万円 

農業を営む法人  1,000万円 

償還期間 20年以内（うち据置き 3年以内） 

貸付利率 年 0.9～1.6％（H13.9.13 現在） 

 

取扱機関等 関係法令等 備  考 

市町村 

農林漁業金融公庫及び農林中央

金庫等公庫の事務受託金融機関 

農業経営維持安定資金融通措置要綱 

 

北海道 

農林漁業金融公庫 

農林中金 

農林漁業金融公庫法 
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融資の名称 内容・資格・条件等 

天災融資法に 

よる融資 

貸付の対象 (ｱ) 被害農業者 

 (ｲ) 被害林業者  （以下「農林漁業者」という） 

 (ｳ) 被害漁業者 

 (ｴ) 被害組合 

融資額 農林漁業者 2,000,000 円（北海道 3,500,000 円） 

 （法令で定める資金 5,000,000 円（法人 25,000,000 円）） 

 漁具購入 50,000,000 円 

償還期間 農林漁業者 6年以内（激甚災害法適用 7 年以内） 

貸付利率 農林漁業者 損失額の割合 10％以上で一定の要件に該当する者 

 年 6.5％以内 

 損失額の割合 30％以上の者 年 5.5％以内 

 特別被害地域の特別被害農業者 年 3.0％以内 

※実際に適用される貸付条件は、災害の都度政令で定められる。 

農林漁業施設資

金（主務大臣指定

施設（災害復旧）） 

貸付の対象 農畜舎、農作物育成管理用施設、農産物処理加工施設、農機具、地域資

源整備活用施設、農業生産環境施設等農業施設、畜産環境保全林の改良、

造成又は取得、果樹の植栽又は補植 

貸付限度 １施設当たり 3,000,000 円（特認 6,0 00,000 円）） 

又は貸付対象事業費×0.8のいずれか低い額 

貸付期間 15 年(うち据置 3年)以内。ただし、果樹の改植は 25年(うち据置 10年)

以内 

貸付利率年 0.9～1.7%(H17.10.20 現在) 

水産業施設資金 

貸付の対象 水産倉庫、網干場、水産養殖施設、水産物陸揚施設、水産加工施設、漁

船修理施設又は漁船その他主務大臣の指定するもの 

貸付限度 1 貸付対象事業費×O.8 

2 漁船 1 ,000万円その他施設 300 万円 

 1及び 2のいずれか低い額 

貸付期間 15 年以内(うち据置 3年以内) 

貸付利率年 0.65～1.50%(H17.9.20 現在) 

沿岸漁業経営 

安定資金 

貸付の対象 災害による経営再建費及び経費の節減又は預貯金の払戻し等で補填さ

れない災害又は災害に準ずるものによる収入減補填費用に充てるため

の資金を必要とする沿岸漁業者 

貸付限度 個人 200 万円、法人 400万円 

貸付期間 20 年以内(うち据置 3年以内) 

貸付利率年 0.65～1.50%(H17.9.20 現在) 

 

取扱機関等 関係法令等 備  考 

北海道 

市町村 

金融機関 

天災融資法 

天災による被害が著しく､かつ､その国民経済に及ぼす影響が大である

と認められる場合､天災の都度､政令で指定される 

天災資金の借受資格者（被害農林漁業者等） 

・被害農林者：農作物等の減収量が平年収穫量の 30％以上で、かつ損

失額が平年の農業総収入額の 10％以上、又は、果樹等の損失額がそ

の者の栽培する果樹等の被害時の価格の 30％以上のもの 

・被害林業者：林作物の損失額が平年の林業総収入額の 10％以上、又

は炭焼がま、しいたけほだ木等の損失額が当該施設の被害時の価格の

50％以上のもの 

・被害漁業者：魚類の損失額が平年の漁業総収入額の 10％以上、又は

漁船等の損失額が当該施設の被害時の価格の 50％以上のもの 

・被害組合：農業協同組合、森林組合、水産業協同組合等で、その所有

し､又は管理する施設、在庫品につき著しい被害を受けたもの 

北海道 

農林中金 

北海道北洋銀行 

北海道銀行 

農林漁業金融

公庫法 
主務大臣指定災害復旧資金 
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融資の名称 内容・資格・条件等 

造林資金 

貸付の対象 造林地の災害復旧を行う林業を営む者（地方公共団体を含む）及び

 森林組合、同連合会、農業協同組合 

貸付限度額 貸付を受ける者の負担する額の 80％相当額、但し、計画森林にあ 

 っては、90％相当額 

償還期間 30 年以内（20年以内の据置期間含む） 

貸付利率 0.90～2.00％ 

樹苗養成資金 

貸付の対象 苗畑用地及びかんがい配水施設等の被害復旧を行う樹苗養成の事業を

営む者及び森林組合、同連合会、農業協同組合、中小企業等協同組合 

貸付限度額 貸付を受ける者の負担する額の 80％相当額 

償還期間 15 年以内（5年以内の据置期間含む） 

貸付利率 0.90～1.25％ 

林道資金 

貸付の対象 自動車道、軽車道、索道及びこれらの付帯施設（林産物の搬出のた

 めの集材機、トラクター等及び土場を含む）の災害復旧を行う林業

 を営む者及び森林組合、同連合会、農業協同組合、中小企業等協 

 同組合 

貸付限度額 貸付を受ける者の負担する額の 80％相当額 

償還期間 20 年以内（3年以内の据置期間含む） 

貸付利率 0.90～2.00％ 

主務大臣指定 

施設資金 

貸付の対象 林産物処理加工施設、素材生産施設、特用林産物生産施設、森林レクリ

エーション施設等の災害復旧を行う育林業素材産業、樹苗養成事業又は

特用林産物生産業を営む者及び森林組合、同連合会、農業協同組合 

貸付限度額 貸付を受ける者の負担する額の 80％相当額又は 1 施設当たり 300万円 

（特認 600万円）のいずれか低い額 

償還期間 15 年以内（3年以内の据置期間含む） 

貸付利率 0.90～2.00％ 

共同利用施設 

資金 

貸付の対象 林産物処理加工施設、素材生産施設、特用林産物生産施設、森林レクリ

エーション施設等の災害復旧を行う森林組合、同連合会、農業協同組合、

同連合会及び林業者が組合員の過半を占める中小企業等協同組合 

貸付限度額 貸付を受ける者の負担する額の 80％相当 

償還期間 20 年以内（3年以内の据置期間含む） 

貸付利率 0.90～2.00％ 

 

取扱機関等 関係法令等 備  考 

農林漁業金融公

庫及び農林中央

金庫等公庫の事

務受託金融機関 

農林漁業金融公庫  
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融資の名称 内容・資格・条件等 

林業経営維持資金 

貸付の対象 樹苗又は特用林産物に係る災害で資金を要する林業を営む個人（但し、

農林水産業所得が平年度における総所得の過半を占め、かつ、その経

営する森林面積が 80haを超えない者）及び林業を営む法人（但し、合

名会社、合資会社、有限会社及び株式会社に限る。）並びに森林組合合

同連合会等（但し、前期の者に転貸する場合に限る。） 

貸付限度額 個人 60 万円（但し、標準伐期齢以上の林齢の立木を有するときは、

その立木の評価額を 60万円から控除した額） 

法人 800万円 

償還期間 20 年以内（原則一括払い） 

貸付利率 0.90～2.00％ 

林業・木材産業改善

資金 

貸付の対象 災害により損害を受けた森林の整備を行う森林所有者、素材生産業、

林業を営む会社、森林組合、市町村等 

貸付限度額 貸付の合計限度額 

個人 1,500万円、会社 3,000 万円、団体 5,000 万円 

償還期間 5 年以内 

貸付利率 無利子 

備荒資金直接融資

資金 

貸付の対象 備荒資金組合市町村が災害復旧応急事業を行う場合 

貸付限度額 各組合市町村の蓄積金現在額の 1.5 倍以内、但し、2 千万円未満は 2千

万円まで災害救助法適用市町村は 4 千万円まで 

償還期間 6 ヶ月 

融資利率 年利率 3％ 

 

取扱機関等 関係法令等 備  考 

農林漁業金融公庫

及び農林中央金庫

等公庫の事務受託

金融機関 

農林漁業金融公庫法 

 

北海道 

各森林組合 

北海道森林組合連

合会 

北海道木材産業協

同組合連合会 

林業改善資金法 

 

北海道北洋銀行 

北海道銀行 

三菱東京 UFJ銀行 

全国信用金庫組合

札幌支店 

事業資金等の銀行

融資斡旋条例 

 組合市町村の災害復旧事業等に充てるため市町村に対する融資

斡旋額は、当該市町村の納付現在額の 2 倍（その額が 2 千万円に

満たないときは 2千万円）以内とする。但し、特別の事情があると

きは、組合長が適当と認める額まで増額し斡旋することができる

ものとする。 
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融資の名称 内容・資格・条件等 

中小企業総合振

興資金「セーフテ

ィネット貸付（災

害貸付）」 

・目的 

 災害により経営に支障を生じている中小企業者等に対し、市中金融機関を通じ、事業の

早期復旧と経営の維持・安定に必要な事業資金の円滑化を図る。 

・融資条件 

融 資 対 象 

1 災害の影響により中小企業信用保険法第２条第３項の規定に基づく「特定中

小企業者」であることの認定を受けた中小企業者等 

2 地震、大火、風水害等により主要な事業用資産に被害を受けたもの又は冷害

等により売上げの減少等の間接被害を受けている中小企業者等であって、道

が認めた地域内に事業所を有するもの 

資 金 使 途 設備資金 運転資金 

融 資 金 額 8,000万円 5,000万円 

融 資 期 間 10年以内（据置 2年以内） 7年以内（据置 2年以内） 

融 資 利 率 

〔固定金利〕 

  5年以内 年 1.2％ 

 10年以内 年 1.4％ 

〔変動金利〕 

 年 1.2％ 

（融資期間が 3年超の場合選択可） 

担保・償還

方 法 
取扱金融機関の定めるところによる 

信 用 保 証 すべて北海道信用保証協会の保証付き（通常より低い保証料率が適用） 
 

 

取扱機関等 関係法令等 備  考 

北海道銀行、北洋銀行、札幌
銀行、道外本店銀行道内支
店、商工組合中央金庫、信用
金庫、信用組合 

中小企業総合振興資金融資要領 

 

 

融資の名称 内容・資格・条件等 

勤労者福祉資金  

区分 中小企業に働く方 季節労働者の方 離職者の方 

融資対象者 

中小企業に勤務する

方（育児・介護休業中

の方も含む） 

前年の総所得が 600

万円以下の方 

2 年間で通算 12 か

月以上勤務してい

る季節労働者の方 

企業倒産など事業主の都合により

離職した方で、次のいずれかの要

件を備えた方 

①雇用保険受給資格者 

②賃確法の立替払の証明書若しく

は確認書の交付を受けた方で、求

職者登録している方 

融 資 金 額 100万円以内 

融 資 期 間 

5年以内 

（育児・介護休業者については、休業期間終了

時まで元金据置可、据置期間分延長可） 

5年以内 

（6 か月以内元金据置可、据置期

間分延長可） 

融 資 利 率 年 1.50％ 年 0.60％ 

償 還 方 法 元利均等月賦償還及び半年賦併用可 

信 用 保 証 
取扱金融機関の定め

による 
北海道勤労者信用基金協会の保証が必要 

 

 

取扱機関等 関係法令等 備  考 

北海道労働金庫 

道内信用金庫 

道内信用組合 

勤労者福祉資金融資要綱 
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「被災者生活再建支援法」に基づく支援 

 内容・資格・条件等 

目 的 

 自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって、経済的理由等によっ

て自立して生活を再建することが困難なものに対し、都道府県が相互扶助の観点から拠

出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給することにより、その自立した生

活の開始を支援することを目的とする。 

法適用の要件 

(1) 対象となる自然災害 

 ①災害救助法施行令第１条第１項第１号又は２号に該当する被害が発生した市町村

における自然災害 

 ②10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害 

 ③100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 

 ④5 世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、①～③に隣接する市町村（人口 10 万

人未満に限る）における自然災害 

(2) 支給対象世帯 

・住宅が全壊した世帯 

・住宅が半壊し、倒壊防止等のやむを得ない事由により住宅を解体した世帯 

・災害が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続することが見込まれる世帯 

・住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世帯

（大規模半壊世帯） 

支 給 条 件 

(1) 支給金額 

  下表に示す限度額の範囲内で、①～⑧の経費に対して支給される。 

 合 計   

  ①～④ ⑤～⑧ 

複数(2人以上)世帯 300万円 100万円 200万円 

単数(1人)世帯 225万円 75 万円 150万円 

 ①通常又は特別な事情により生活に必要な物品の購入費又は修理費 

 ②自然災害により負傷し、又は疾病にかかった者の医療費 

 ③住居の移転費又は移転のための交通費 

 ④住宅を賃貸する場合の礼金 

 ⑤民間賃貸住宅の家賃・仮住まいのための経費（50万円が限度） 

 ⑥住宅の解体（除却）・撤去・整地費 

 ⑦住宅の建設、購入又は補修のための借入金等の利息 

 ⑧ローン保証料、その他住宅の立替等に係る諸経費 

  （注）大規模半壊世帯は⑤～⑧のみ対象（100万円が限度） 

  （注）長期避難世帯の特例として避難指示が解除された後、従前居住していた市町

村内に居住する世帯は、更に①、③の経費について合計金額の範囲内で 70万

円を限度に支給 

  （注）他の都府県へ移転する場合は⑤～⑧それぞれの限度額の 1/2 

(2) 支給に係るその他の要件 

年収等の要件 支給限度額 

 複数世帯 単数世帯 

（年収）≦500万円 の世帯 300万円 225万円 

500万円＜（年収）≦700万円 

かつ、世帯主が 45歳以上又は要援護世帯 
150万円 112.5 万円 

700万円＜（年収）≦800万円 

かつ、世帯主が 60歳以上又は要援護世帯 

  （注）要援護世帯：心神喪失・重度知的障害者、1 級の精神障害者、1、2級の身体

障害者などを構成員に含む世帯 

補助金の交付 被災者生活再建支援法人が支給する支援金の 2分の 1に相当する額を国が補助 



－ 47 － 

様式 

 

第３章－様式１ 注意報、警報並びに情報等受理票 

注意報、警報並びに情報等受理票 
 

決 

裁 

町 長 副町長 課 長 グループ長 主担当 副担当 合  議 

       

発信日時 

 午前 

年  月  日           時   分 

 午後 

電話・電報・防災無線 

連絡 

その他（          ） 

発信者 

 

 

 
受信者 

 

 

印 

予警報の 

種  類 

 

発表時刻 

 

            時    分 

 

発表機関 

受 
 

 

理 
 
 

事 
 
 

項 

 

 

 

 

 

 

 

処 

理 

方 

法 

 

 

 

 



－ 48 － 

 

第４章－様式１ 水防活動実施報告書 

 

水  防  活  動  実  施  報  告  書  

 

自   年   日 

（市町村名        ）            至   年   日 

区 分 

水 防 活 動 使 用 資 材 費 左のうち主要資材３５万円以上使用団体分 

備 考 
団体数 

活動延 

人 員 

主 要 

資 材 

その他 

資 材 
計 団体数 

使 用 資 材 費 

主 要 

資 材 

その他 

資 材 
計 

県(都道府)分 

前 回 迄 

 人 円 円 円  円 円 円  

          

月 分 ( )          

月 分 ( )          

月 分 ( )          

月 分 ( )          

月 分 ( )          

小 計           

累 計           

水防管理団体分 

前 回 迄 

          

          

月 分 ( )          

月 分 ( )          

月 分 ( )          

月 分 ( )          

月 分 ( )          

小 計           

累 計           

（作成要領） 

１ 「前回迄」欄は、前回報告分にかかる「累計」欄の数及び金額を記入すること。 

２ 「団体数」欄の（ ）書には、当該月内に水防活動を行った水防管理団体数を、その他の欄には水防管理団体の実数

を記入すること。 

３ 「月分」欄は、当該期間の調査対象月数に応じ区分すること。ただし、水防活動を行わない月の欄は不要。 

４ 「主要資材」欄は、俵、かます、布袋類、たたみ、むしろ、なわ、竹、生木、丸太、くい、板類、鉄線、釘、かすが

い、蛇籠、置石及び土砂の使用額を記入すること。 

５ 「その他資材」欄は、主要資材以外の資材の使用額を記入すること。 

６ 「左のうち主要資材３５万円以上使用団体分」の各欄の記入は、水防管理団体分の「累計」欄のみ記入すること。 
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第５章－様式１ 災害情報 

※災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、本様式により速やかに報告すること。 

災  害  情  報 

報告日時 月  日  時  分現在 発受信日時 月  日  時  分  

発信機関 

（支庁・市町村名

等） 

 受信機関 

（支庁・市町村名等） 

 

発信者 

（職・氏名） 

 受信者 

（職・氏名） 

 

発生場所 
 

発生日時 月  日  時  分   災害の原因 
 

気
象
等
の
状
況 

雨量 

 

河川水位 

 

潮位波高 

 

風速 

 

その他 

 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
関
係
の
状
況 

道路 

 

鉄道 

 

電話 

 

水道 

(飲料水) 

電気 

 

その他 

 

(1) 

災害対策本部等の

設置状況 

（名  称） 

（設置日時）    月    日    時    分設置 

 

（名  称） 

（設置日時）    月    日    時    分設置 

(2) 

災害救助法の適用

状況 

地区名 被害棟数 罹災世帯 罹災人数 

    

（救助実施内容） 
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応

急

措

置

の

状

況 

(3) 

避難の状況 

 地区名 避難場所 人数 日時 

避
難
指
示 

    

避
難
勧
告 

    

自
主
避
難 

    

(4) 

自衛隊派遣

要請の状況 

 

 

 

(5) 

その他措置

の状況 

 

 

 

(6) 

応急対策 

出動人員 

（ｱ）出動人員 （ｲ）主な活動状況 

市町村職員 名  

消防職員 名  

消防団員 名  

その他（住民等） 名  

計 名  

その他 

（今後の見通し等） 

 

 

注）欄に記入しきれない場合は、適宜別葉に記載し報告すること。 
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第５章－様式２ 被害状況報告（速報 中間 最終） 

   月  日  時現在 

災害発生日時  月 日 時 分 災害の原因  
災害発生場所  

発
信 

機関（市町村）名  
受
信 

機関（市町村）名  
職・氏名  職・氏名  
発信日時  月 日 時 分 受信日時  月 日 時 分 

項目 件数等 被害金額（千円） 項目 件数等 被害金額（千円） 

①
人
的
被
害 

死者 人  ※個人別の氏名、
性別、年齢、原因
は、補足資料で報
告 

⑤
土
木
被
害 

道
工
事 

河川 箇所   
行方不明 人  海岸 箇所   
重症 人  砂防設備 箇所   
軽症 人  地すべり 箇所   

計 人  急傾斜地 箇所   

②
住
家
被
害 

全壊 
棟   道路 箇所   
世帯   橋梁 箇所   
人   小計 箇所   

半壊 
棟   市

町
村
工
事 

河川 箇所   
世帯   道路 箇所   
人   橋梁 箇所   

一部破損 
棟   小計 箇所   
世帯   港湾 箇所   
人   漁港 箇所   

床上浸水 
棟   下水道 箇所   
世帯   公園 箇所   
人   崖くずれ 箇所   

床下浸水 
棟        
世帯   計 箇所   
人   

⑥
水
産
被
害 

漁
船 

沈没流出 隻   

計 
棟   破損 隻   
世帯   計 隻   
人   漁港施設 箇所   

③
非
住
家
被
害 

全壊 
公共建物 棟   共同利用施設 箇所   
その他 棟   その他施設 箇所   

半壊 
公共建物 棟   漁具（網） 件   
その他 棟   水産製品 件   

計 
公共建物 棟   その他 件   
その他 棟   計    

④
農
業
被
害 

農地 田 流出・埋没等 h
a 

  

⑦
林
業
被
害 

道
有
林 

林地 箇所   

浸冠水 h
a 

  治山施設 箇所   

畑 流出・埋没等 h
a 

  林道 箇所   

浸冠水 h
a 

  林産物 箇所   

農作物 田 h
a 

  その他 箇所   

畑 h
a 

  小計 箇所   

農業用施設 箇所   
一
般
民
有
林 

林地 箇所   
共同利用施設 箇所   治山施設 箇所   
営農施設 箇所   林道 箇所   
畜産被害 箇所   林産物 箇所   
その他 箇所   その他 箇所   
    小計 箇所   

計    計 箇所   
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項目 件数等 被害金額（千円） 項目 件数等 被害金額（千円） 

⑧
衛
生
被
害 

水道 箇所   ⑪社会教育施設被害 箇所   

病

院 

公立 箇所   ⑫ 社 会

福祉施設

等被害 

公立 箇所   

個人 箇所   法人 箇所   

清掃 

施設 

一般廃棄物処理 箇所   計 箇所   

し尿処理 箇所   

⑬
そ
の
他 

鉄道不通 箇所   

火葬場 箇所   鉄道施設 箇所   

計 箇所   被害船舶 隻   

⑨
商
工
被
害 

商業 件   空港 箇所   

工業 件   水道 戸  － 

その他 件   電話 回線  － 

計 件   電気 戸  － 

⑩公立

文教施

設施設 

小学校 箇所   ガス 戸  － 

中学校 箇所   ブロック塀等 箇所   

高校 箇所   都市施設 箇所   

その他文教施設 箇所   計  －  

計 箇所   被害総額  

公共施設被害市町村数 団体  火災 

発生 

建物 件  

罹災世帯数 世帯  危険物 件  

罹災災者数 人  その他 件  

消防職員出動延人数 人  消防団員出動延人数 人  

災害対

策本部

の設置

状況 

道（支庁） 

市町村名 名称 設置日時 廃止日時 

    

災害救

助法適

用市町

村名 

 

補足資料（※別葉で報告） 

○災害発生場所 

○災害発生年月日 

○災害の種類概況 

○人的被害（個人別の氏名、性別、年令、住所、職業、被災場所、原因）→個人情報につき取り扱い注意 

○応急対策の状況 

・避難場所の勧告・指示の状況 

・避難所の設置状況 

・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況 

・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況 

・自衛隊の派遣要請、出動状況 

・災害ボランティアの活動状況  ほか 
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第５章－様式３ 公用令書等（別表 第 1号様式～第 6号様式） 

別表 第１号様式 

 

従 事 第   号 

公 用 令 書 

 

住 所 

氏 名 

 

 

災害対策基本法第 65条の規定に基づき、次のとおり   を命ずる。 

 

      年  月  日 

処 分 権 者                
○印  

従事すべき業務  

従事すべき場所  

従事すべき期間  

出頭すべき日時  

出頭すべき場所  

備     考  
 

（備考）用紙は、日本工業規格Ａ4とする。 

 

 

別表 第２号様式 

 

保 管 第   号 

公 用 令 書 

 

住所 

氏名 

 

災害対策基本法第 78条第１項の規定に基づき、次のとおり物資の保管を命ずる。 

 

      年  月  日 

処 分 権 者                
○印  

保管すべき物資の種類 数量 保管すべき場所 保管すべき期間 備  考 

     

     

     

     
 

（備考）用紙は、日本工業規格Ａ4とする。  

 

 

従事 
協力 
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別表 第３号様式 

 

管 理 第   号 

公 用 令 書 

 

住所 

氏名 

 

管理      

災害対策基本法第 78条第１項の規定に基づき、次のとおり    を使用する。 

収用      

 

      年  月  日 

処分権者                ○印  

名 称 数量 所在場所 範 囲 期 間 引渡月日 引渡場所 備考 

        

        

        

        
 

（備考）用紙は、日本工業規格Ａ4 とする。  

 

 

別表 第４号様式 

 

変 更 第   号 

公 用 変 更 令 書 

 

住所 

氏名 

 

災害対策基本法第 78 条第１項の規定に基づく公用令書（   年  月  日第 号）に

かかる処分を次のとおり変更したので、同法施行令第 34条第１項の規定により、これを交付

する。 

 

      年  月  日 

処分権者                ○印  

変更した処分の内容 

 

 

（備考）用紙は、日本工業規格Ａ4とする。 
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別表 第５号様式 

 

取 消 第   号 

公 用 取 消 令 書 

 

住所 

氏名 

 

災害対策基本法第 78条第１項の規定に基づく公用令書（   年  月  日第 号） 

にかかる処分を取り消したので、同法施行令第 34条第１項の規定により、これを交付する。 

 

      年  月  日 

 

処分権者                ○印  

 

（備考）用紙は、日本工業規格Ａ4とする。 

 

 

別表 第６号様式 

 

Ｎo．           

防 災 立 入 検 査 票 

 
所 属 

職 名 

氏 名 

年 月 日生 

 

  上記の者は災害対策基本法第 71条の規定に基づく権限を有するものであることを証明する。 

 

平成  年  月  日交付 

剣淵町長                   ○印  

交付責任者                      ○印  

※規格 縦 6 センチ 横 9 センチとする。 

 

（裏） 

注 意 

１．本票は他人に貸与し、若しくは譲渡し又は勝手に訂正してはならない。 

２．本票は 年 月 日まで有効とする。 

３．本票は有効期間が経過したとき、または不明になったときは速やかに返還しなければならな

い。 

４．本票を亡失し、若しくは損傷したときは速やかに文書をもって届出なければならない。 
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第５章－様式４ 避難所収容台帳（避難所） 

（避難所） 

管理者 

認 印 
月 日 収容人員 

物資使用状況 
記事 備考 

品名 数量 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

計 （   日間）      

注）1.「収容人員欄」は、当日の最高収容人員数を記入し、収容人員数の増減経過は、「記事欄」に記入す

ること。 

2. 物資の使用状況は、開設期間中に使用した品目及び使用数量を記入すること。 

3. 他市町村の住民を収容したときは、その住所、氏名及び収容期間を「備考欄」に記入すること。 

 

 

第５章－様式５ 避難所設置及び収容状況（剣淵町） 

（剣淵町） 

避難所の
名称 

所在地 種別 
開設機関 
 月 日から 
 月 日まで 

実人員 
（人） 

開設 
日数 
（日
間） 

延人員 備考 

        

        

        

        

        

        

        

計 
既存建物      

野外仮設      

注）1.「種別欄」は、既存建物利用の場合と野外仮設の場合に区分すること。 

2.「計欄」は、既存建物利用の場合と野外仮設の場合の区分別に合計しておくこと。 
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第５章－様式６ 規制の標識等 

災害用 訓練用 

  

 
備考 

1. 色彩は、文字、縁線及び区分線を青色、斜めの帯及び枠を赤色、地を白色とする。 

2. 縁線及び区分線の太さは 1センチメートルとする。 

3. 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

4. 道路の形状または交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の 2倍まで拡

大し、または図示の寸法の 2 分の 1まで縮小することが出来る。 
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第５章－様式７ 緊急通行車両確認証明書 

 

年  月  日    

第   号 

緊急通行車両確認証明書  

知   事   印   

公安委員会   印   

番号標に標示され

ている番号 

 

車両の用途（緊急輸

送を行う車両にあ

っては、輸送人員ま

たは品名） 

 

使 用 者 
住 所  

氏 名  

通 行 日 時  

通 行 経 路 
出  発  地 目  的  地 

  

備   考  

備 考 用紙は日本工業規格Ａ5とする。 

 

 

第５章－様式８ 世帯構成員別被害状況 

 

平成  年  月  日  時現在 

世帯構成員別 
 
 
 
被害別 

１
人
世
帯 

２
人
世
帯 

３
人
世
帯 

４
人
世
帯 

５
人
世
帯 

６
人
世
帯 

７
人
世
帯 

８
人
世
帯 

９
人
世
帯 

10
人
以
上
世
帯 

計 

小
学
校 

中
学
校 

全  壊 （ 焼 ）              

流 失              

半  壊 （ 焼 ）              

床上（下）浸水              
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第５章－様式９ 物資購入（配分）計画表 

平成  年  月  日  時現在 

世帯   人世帯   人世帯   人世帯  計 

備 
 

考 

  円 円 円      

品

 

目 

単

 

価 

数

量 

世

帯

数 

所

要

数 

金

額 

数

量 

世

帯

数 

所

要

数 

金

額 

数

量 

世

帯

数 

所

要

数 

金

額 
 

数

量 
世

帯

数 

所

要

数 

金

額 

                    

                    

                    

計                   

注）1. 本表は、全壊（焼）、流出世帯分と半壊（焼）、床上（下）浸水世帯分に分けて作成すること。 

2. 「品目」欄は、寝具、被服、生活必需品の順に記入すること。 

3. 各品目の「備考」欄に、都道府県調達分と市町村調達分を明らかにしておくこと。 

 

 

第５章－様式１０ 物資受払簿 

品 目  単位    

年  月  日 摘 要 受 払 残 備 考 

      

      

      

      

      

      

      

計 
道調達分     

町調達分     

注）1.「摘要欄」に、購入又は受入先及び払出し先を記入すること。 

2.「備考欄」に、購入単価及び購入金額を記入しておくこと。 

3. 最終行欄に、道からの受入分及び町調達分別に、受、払、残の計及びそれぞれの金額を記入するこ

と。 
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第５章－様式１１ 物資給与及び受領簿 

住家被害 

程度区分 

1 全壊(焼)   2 流失 

3 半壊(焼)   4 床上(下)浸水 

給与(貸与)の基礎と 

なつた世帯構成員数 
人 

男  人 

女  人 

 

災害救助用物資として下記内訳のとおり受領しました。 

 

平成   年   月   日 

 

住所                                  

 

世帯主  氏名                         印    

 

連絡先（避難所・電話番号等）                      

 

給付（貸与）年月日 品 名 数 量 備 考 

    

    

    

 

 

第５章－様式１２ 物資の給与状況 

（剣淵町） 

住家被害 

程度区分 

世帯主 

氏名 

基礎となった

世帯構成人員 
給与月日 物資給与の品目 

実支 

出額 
備考 

  (人) (月 日) 布団 毛布 ○○  (円)  

          

          

          

          

          

          

          

計 
全壊 世帯         

半壊 世帯         

 

災害救助物資として上記のとおり給与したことに相違なし 

 

平成  年  月  日 

 

給与責任者 氏名              ㊞ 

 

 
注) 1. 住家の被害程度に、全壊(焼)、流出又は半壊(焼)、床上（下）浸水の別を記入すること。 

2. 受領年月日に、その世帯に対して最後に給与された物資の受領年月日を記入すること。 

3. 「物資給与の品目」欄に、数量を記入すること。 
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第５章－様式１３ 消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票 

要請日時：平成  年  月  日  時  分 

次のとおりヘリコプターの出動を要請します。 

要 請 機 関 剣 淵 町 役 場 

担当者職氏名  

連 絡 先 TEL           FAX 

災
害
の
状
況
・
派
遣
理
由 

覚  知 年    月    時    分 

災害発生日時 年    月    時    分 

災害発生場所  

災  害  名  

災 害 

発 生 状 況 

・ 

措 置 状 況 

 

派 遣 を 必 要 と 

す る 区 域 

 希望する 

活動内容 

 

気象の状況  

離着陸場 

の状況 

離着陸場名  

特 記 事 項 （照明・Ⓗマーク、吹き渡し、離着陸場の状況（障害物等）ほか） 

必 要 と す る 

資 機 材 

 現地での資機

材 確 保 状 況 

 

特 記 事 項  

傷 病 者 の 

搬 送 先 

 救急自動車等

の 手 配 状 況 

 

他 機 関 の 

応 援 状 況 

他に応援要請してい

る 機 関 名 
 

現場付近で活動中の

航 空 機 の 状 況 
 

現地最高指揮者 
（機関名） 

（職・氏名） 

無 線 連 絡 方 法 （周波数）       Ｈｚ    

そ の 他 参 考 

と な る 事 項 

 

搭
乗
者 

所 属 職 氏 名 年齢 所 属 職 氏 名 年齢 備考 
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第５章－様式１４ 救急患者の緊急搬送情報伝達票 

要請年月日    年    月    日     時    分 

１ 要請市町村名   剣淵町    電話          FAX 

     担当者   課名     職名      氏名 

２ 依頼病院名           電話 

     所在地 

     担当者（医師名）     医師      氏名 

３ 受入れ医療機関名 

所在地 

     電話           FAX 

受入れ医療機関の了承      有 ・ 無 

４ 患者
ふ り

氏名
が な

 生年月日    年  月  日生  歳 男・女 

体  重       ㎏  職業 

住
ふり

所
がな

 
 

  病 名
ふりがな

 現状 

５ 付添搭乗者（医師、看護師の所属：依頼病院     ・      受入医療機関） 

氏 

名 

医師  年齢    歳 体重    ㎏ 

看護師    

付添人           続柄   

６ 運航上の必要事項 

（1）患者に装備されている医療機器の状況 

  ①点滴（規格  ×、重量  ｇ）②保育器（規格Ｈ  ×Ｗ  ×Ｌ  、重量  ｇ） 

  ③酸素吸入器（規格  ×、重量  ｇ） 

  ④その他（名称    、規格   ×  、重量  ｇ） 

（2）積載される機器の種類、重量及び規格 

  ①依頼病院         ㎏        ㎏        ㎏ 

  ②受入れ医療機関      ㎏        ㎏        ㎏ 

現 地

離 着

陸 場 

 メモ 
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第５章－様式１５ 自衛隊の災害派遣要請 

 

第 号 

 年 月 日 

 

北 海 道 知 事   様 

 

剣 淵 町 長   印   

 

自衛隊の災害派遣要請について 

 

このことについて、次のとおり緊急措置が必要なので、自衛隊の災害派遣を要請を要求します。 

 

記 

 

（1） 災害の状況及び派遣を要請する事由 

 

 

（2） 派遣を必要とする期間 

 

 

（3） 派遣を希望する区域及び活動内容 

 

 

（4） 派遣部隊が展開できる場所 

 

 

（5） 派遣部隊との連絡方法、その他参考となる事項 

（作業用資材、宿舎の準備状況、現地の連絡責任者等） 

 

 

 

 

 

 

※ 連絡責任者（所属課・グループ、職名、氏名）及び連絡先を必ず明記のこと。 
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第５章－様式１６ 自衛隊の災害派遣部隊の撤収要請 

 

第 号 

 年 月 日 

 

北 海 道 知 事   様 

 

剣 淵 町 長   印   

 

自衛隊の災害派遣部隊の撤収要請について 

 

年  月  日付け（要請文書番号）をもって要請を要求した自衛隊の災害派遣については、

目的を達成したので、次の日時をもって撤収されるよう要請を要求します。 

 

記 

 

 

撤収要請日時    年   月   日   時   分 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剣淵町地域防災計画  

－  資 料 編  － 

 

平成２１年１０月 

平成２８年１１月改訂 

剣淵町防災会議 

事務局 剣淵町総務課 

 

 

 

 

 


